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(57)【要約】
バイオメトリック評価のために提示される試料の真性を
評価する方法を説明する。前記試料は異なる光学条件下
で照明される。前記試料から散乱される光が受光される
。複数の画像が形成され、各画像は光学条件のうちの１
つに対する前記受光された光から形成されている。一組
の質感度が生成され、各質感度は前記画像のうちの１つ
から生成されている。前記生成された質感度が、本物の
隠されていない生物組織である試料と一致するかどうか
判断される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオメトリック評価のために提示される試料の真性を評価する方法であって、
　複数の異なる光学条件下で該試料を照明するステップと、
　該複数の異なる光学条件のそれぞれに対する該試料から散乱される光を受光するステッ
プと、
　複数の画像を形成するステップであって、それぞれの画像は、該複数の異なる光学条件
のうちのそれぞれに対する該受光された光から形成される、ステップと、
　複数の質感度を生成するステップであって、それぞれの質感度は、該複数の画像のうち
のそれぞれから生成される、ステップと、
　該生成された複数の質感度が、本物の隠されていない生物組織である該試料と一致する
かどうかを判断するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記質感度は、画像コントラスト度を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複数の異なる光学条件下で前記試料を照明するステップは、前記試料を複数の種々の波
長を有する光で照明するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　複数の異なる光学条件下で前記試料を照明するステップは、複数の異なる偏光条件下で
前記試料を光で照明するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　複数の異なる光学条件下で前記試料を照明するステップは、複数の異なる照明角度にお
いて前記試料を光で照明するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の質感度を生成するステップは、前記複数の画像のそれぞれの空間移動窓法分
析を行うステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の質感度のそれぞれは、一定の空間周波数内の画像コントラスト度を備える、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　複数の異なる光学条件下で前記試料を照明するステップは、前記試料を複数の異なる波
長を有する光で照明するステップを含み、
　前記生成された複数の質感度が、隠されていない生物組織である試料と一致するかどう
かを判断するステップは、赤色照明下の画像コントラストが青色照明下の画像コントラス
トより低いことを確認するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　複数の異なる光学条件下で前記試料を照明するステップは、前記試料を複数の異なる波
長を有する光で照明するステップを含み、
　前記生成された複数の質感度が、隠されていない生物組織である試料と一致するかどう
かを判断するステップは、赤色照明下の画像コントラストが所定の値未満であることを確
認するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像について移動窓フーリエ変換
を計算するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像の移動窓中心度および移動窓
変動度を計算するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記移動窓中心度は、移動窓平均値を備え、前記移動窓変動度は、移動窓標準偏差を備
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える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動窓中心度は、移動窓平均値を備え、前記移動窓変動度は、移動窓範囲を備える
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数の質感度を生成するステップは、前記複数の質感度を多次元空間内の点にマッ
プするように多次元尺度構成法を適用するステップをさらに含み、
　前記生成された複数の質感度が、本物の隠されていない生物組織である試料と一致する
かどうかを判断するステップは、該点が該多次元空間の所定の領域内にあるかどうかを判
断するステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記多次元空間は、二次元空間である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　バイオメトリック評価のために提示される試料の真性を評価する方法であって、
　該試料を複数の種々の波長を有する光で照明するステップと、
　該複数の種々の波長のそれぞれに対する該試料から散乱される光を受光するステップと
、
　複数の画像を形成するステップであって、それぞれの画像は、該複数の種々の波長のう
ちのそれぞれに対する該受光された光から形成される、ステップと、
　複数の画像コントラスト度を生成するステップであって、それぞれの画像コントラスト
度は、該複数の画像のうちの１つの空間移動窓法分析を行うことによって、該複数の画像
のうちの該１つから生成される、ステップと、
　該複数の画像コントラスト度から、該試料が、青色照明下の画像コントラストよりも低
い赤色照明下の画像コントラストを有するかどうかを判断するステップと
　を含む、方法。
【請求項１７】
　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像のうちの１つについて移動窓
フーリエ変換を計算するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像のうちの１つの移動窓中心度
および移動窓変動度を計算するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の画像コントラスト度から、前記試料が、青色照明下の画像コントラストより
も低い赤色照明下の画像コントラストを有するかどうかを判断するステップは、該複数の
画像コントラスト度を多次元空間内の点にマップするように多次元尺度構成法を適用する
ステップと、
　該点が該多次元空間の所定の領域内にあるかどうかを判断するステップと
　を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　バイオメトリック評価のために提示される試料の真性を評価するための装置であって、
　複数の異なる光学条件下で該試料を照明するための手段と、
　該複数の異なる光学条件のそれぞれに対する該試料から散乱される光を受光するための
手段と、
　複数の画像を形成するための手段であって、それぞれの画像は、該複数の異なる光学条
件のそれぞれに対する該受光された光から形成される、手段と、
　複数の質感度を生成するための手段であって、それぞれの質感度は、該複数の画像のそ
れぞれから生成される、手段と、
　該生成された複数の質感度が、本物の隠されていない生物組織である試料と一致するか
どうかを判断するための手段と
　を備える、装置。
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【請求項２１】
　前記複数の質感度を生成するための前記手段は、前記複数の画像のそれぞれの空間移動
窓法分析を行うための手段を含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　光学コントラスト度を生成するための前記手段は、性能指数を多次元空間内の点にマッ
プされるように多次元尺度構成を生成するための手段をさらに含み、
　前記生成された複数の質感度が、本物の隠されていない生物組織である試料と一致する
かどうかを判断するための前記手段は、該点が該多次元空間の所定の領域内にあるかどう
かを判断するための手段を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　バイオメトリック機能を実施する方法であって、
　個人の皮膚と推定される部位を照明光で照明するステップであって、該皮膚と推定され
る部位は表面と接触している、ステップと、
　該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップであって、該光は該表面
を含む平面内で実質的に受光される、ステップと、
　該受光された光から画像を形成するステップと、
　該画像から画像質感度を生成するステップと、
　該バイオメトリック機能を実施するよう該生成された画像質感度を分析するステップと
　を含む、方法。
【請求項２４】
　前記バイオメトリック機能は、偽装防止機能を備え、前記生成された画像質感度を分析
するステップは、前記生成された画像質感度から前記皮膚と推定される部位が生体組織を
備えるかどうかを判断するステップを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記バイオメトリック機能は、身元確認機能を備え、前記生成された画像質感度を分析
するステップは、前記生成された画像質感度から前記個人の身元を判断するステップを含
む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記バイオメトリック機能は、デモグラフィック機能または人体計測機能を備え、前記
生成された画像質感度を分析するステップは、該生成された画像質感度から個人のデモグ
ラフィック特性または人体計測特性を推定するステップを含む、請求項２３に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記表面は、画像検出器の表面であり、
　前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、該画像検出器にお
いて該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップを含む、請求項２３に
記載の方法。
【請求項２８】
　前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、
　パターンの実質的な劣化または減衰なしに、前記平面から該平面の外側に配置される画
像検出器へ光のパターンを平行移動させるステップと、
　該画像検出器において該平行移動されたパターンを受光するステップとを含む、請求項
２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記照明光は、白色光である、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記画像は、種々の波長に対応する複数の画像を備え、
　前記画像質感度を生成するステップは、該複数の画像のそれぞれの空間移動窓法分析を
行うステップを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
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　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像について移動窓フーリエ変換
を計算するステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記空間移動窓法分析を行うステップは、前記複数の画像の移動窓中心度および移動窓
変動度を計算するステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、単色画像検出器に
おいて該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップを含む、請求項２３
に記載の方法。
【請求項３４】
　前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、カラー画像検出器
において該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップを含む、請求項２
３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記生成された画像質感度を分析するステッ
プは、該生成された画像質感度を参照画像質感度と比較するステップを含み、
　該参照画像質感度は、参照皮膚部位から散乱される光から形成される参照画像から生成
され、
　前記皮膚と推定される部位は、該参照皮膚部位とは実質的に異なる、請求項２３に記載
の方法。
【請求項３６】
　前記バイオメトリック機能を実施する際に、前記受光された光のスペクトル特徴を、参
照スペクトル特徴と比較するステップをさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３７】
　個人の皮膚と推定される部位と接触するように構成された表面と、
　該皮膚と推定される部位が該表面と接触している場合に、該皮膚と推定される部位を照
明するよう配置された照明サブシステムと、
　該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するよう配置された検出サブシステム
であって、該光は、該表面を含む平面内で実質的に受光される、検出サブシステムと、
　該検出サブシステムと連動され、
　　該受光された光から画像を形成するための命令と、
　　該画像から画像質感度を生成するための命令と、
　　該バイオメトリック機能を実施するよう該生成された画像質感度を分析するための命
令と
　を有する演算ユニットと
　を備える、バイオメトリックセンサ。
【請求項３８】
　前記バイオメトリック機能は、偽装防止機能を備え、
　前記生成された画像質感度を分析するための前記命令は、前記生成された画像質感度か
ら前記皮膚と推定される部位が生体組織を備えるかどうかを判断するための命令を備える
、請求項３７に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項３９】
　前記バイオメトリック機能は、身元確認機能を備え、
　前記生成された画像質感度を分析するための前記命令は、該生成された画像質感度から
個人の身元を判断するための命令を備える、請求項３７に記載のバイオメトリックセンサ
。
【請求項４０】
　前記バイオメトリック機能は、デモグラフィック機能または人体計測機能を備え、
　前記生成された画像質感度を分析するための前記命令は、前記生成された画像質感度か
ら個人のデモグラフィック特性または人体計測特性を推定するための命令を備える、請求



(6) JP 2009-511094 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

項３７に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項４１】
　画像検出器をさらに備え、
　前記表面は、該画像検出器の表面であり、
　前記検出サブシステムは、該画像検出器を備え、該画像検出器において前記皮膚と推定
される部位から散乱される光を受光するよう構成される、請求項３７に記載のバイオメト
リックセンサ。
【請求項４２】
　前記平面の外に配置された画像検出器と、
　パターンの実質的な劣化または減衰なしに、該平面から該画像検出器へ光のパターンを
平行移動させるよう構成された光学配置とをさらに備え、
　前記検出サブシステムは、該画像検出器を備え、該画像検出器において該平行移動され
たパターンを受光するよう構成される、請求項３７に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項４３】
　前記照明サブシステムは、前記皮膚と推定される部位を白色光で照明するよう構成され
る、請求項３７に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項４４】
　前記画像は、種々の波長に対応する複数の画像を備え、
　前記画像質感度を生成するための前記命令は、該複数の画像のそれぞれの空間移動窓法
分析を行うための命令を備える、請求項４３に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項４５】
　前記空間移動窓法分析を行うための前記命令は、前記複数の画像について移動窓フーリ
エ変換を計算するための命令を備える、請求項４４に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項４６】
　前記空間移動窓法分析を行うための前記命令は、前記複数の画像の移動窓中心度および
移動窓変動度を計算するための命令を備える、請求項４４に記載のバイオメトリックセン
サ。
【請求項４７】
　前記検出サブシステムは、単色画像検出器を備え、該単色画像検出器において前記皮膚
と推定される部位から散乱される光を受光するよう構成される、請求項３７に記載のバイ
オメトリックセンサ。
【請求項４８】
　前記検出サブシステムは、カラー画像検出器を備え、該カラー画像検出器において前記
皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するよう構成される、請求項３７に記載の
バイオメトリックセンサ。
【請求項４９】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記生成された画像質感度を分析するための
前記命令は、前記生成された画像質感度を参照画像質感度と比較するための命令を備え、
　該参照画像質感度は、参照皮膚部位から散乱される光から形成される参照画像から生成
され、
　前記皮膚と推定される部位は、該参照皮膚部位とは実質的に異なる、請求項３７に記載
のバイオメトリックセンサ。
【請求項５０】
　前記演算ユニットは、前記バイオメトリック機能を実施する際に、前記受光された光の
スペクトル特徴を、参照スペクトル特徴と比較するための命令をさらに有する、請求項３
７に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項５１】
　個人の皮膚と推定される部位を白色光で照明するよう配置された白色光照明サブシステ
ムと、
　該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するよう配置され、該受光される光が
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入射するカラー画像装置を備える、検出サブシステムと、
　該検出サブシステムと連動され、
　該カラー画像装置により、該皮膚と推定される部位の複数の空間的に分布した画像を該
受光された光から導出するための命令であって、該複数の空間的に分布した画像は個人の
照明された組織の種々の量に対応する命令と、
　バイオメトリック機能を実施するよう該複数の空間的に分布した画像を分析するための
命令とを有する、演算ユニットと
　を備える、バイオメトリックセンサ。
【請求項５２】
　前記バイオメトリック機能は、偽装防止機能を備え、前記複数の空間的に分布した画像
を分析するための前記命令は、前記推定される部位が生体組織を備えるかどうかを判断す
るための命令を備える、請求項５１に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項５３】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間的に分布した画像を分析する
ための前記命令は、前記個人のデモグラフィック特性または人体計測特性を推定するよう
該複数の空間的に分布した画像を分析するための命令を備える、請求項５１に記載のバイ
オメトリックセンサ。
【請求項５４】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間的に分布した画像を分析する
ための前記命令は、前記個人の血液中の検体の濃度を判断するよう該複数の空間的に分布
した画像を分析するための命令を備える、請求項５１に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項５５】
　前記皮膚と推定される部位と接触しているプラテンをさらに備え、前記白色光照明サブ
システムは、該プラテンを通して該皮膚と推定される部位を照明するよう構成される、請
求項５１に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項５６】
　白色光照明サブシステムは、前記皮膚と推定される部位が前記バイオメトリックセンサ
と物理的接触していない場合に、前記皮膚と推定される部位を照明するよう構成される、
請求項５１に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項５７】
　前記白色光照明サブシステムは、広帯域白色光源を備える、請求項５１に記載のバイオ
メトリックセンサ。
【請求項５８】
　前記白色光照明サブシステムは、複数の狭帯域光源および光学配置を備え、該複数の狭
帯域光源によって提供される光を結合する、請求項５１に記載のバイオメトリックセンサ
。
【請求項５９】
　前記複数の狭帯域光源は、一組の原色のそれぞれに対応する波長の光を提供する、請求
項５８に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項６０】
　前記照明サブシステムは、前記白色光を偏光するよう配置される第一の偏光子を備え、
　前記検出システムは、前記受光された光に出会うように配置される第二の偏光子を備え
、
　該第一および第二の偏光子は、互いに対して交差している、請求項５１に記載のバイオ
メトリックセンサ。
【請求項６１】
　前記検出システムは、前記受光された光が前記カラー画像装置に入射する前に該受光さ
れた光に出会うように配置される赤外線フィルタを備える、請求項５１に記載のバイオメ
トリックセンサ。
【請求項６２】
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　前記皮膚と推定される部位は、指または手の手掌面であり、
　前記バイオメトリック機能は、バイオメトリック識別を備え、
　前記複数の空間的に分布した画像を分析するための前記命令は、
　該皮膚と推定される部位の表面指紋画像または表面掌紋画像を、該複数の空間的に分布
した画像から導出するための命令と、
　前記個人の身元を識別するために、該表面指紋画像または表面掌紋画像を、指紋または
掌紋の画像のデータベースと比較するための命令とを備える、請求項５１に記載のバイオ
メトリックセンサ。
【請求項６３】
　前記バイオメトリック機能はバイオメトリック識別を備え、
　前記複数の空間的に分布した画像を分析するための前記命令は、前記個人の身元を識別
するための該複数の空間的に分布した画像を、多重スペクトル画像のデータベースと比較
するための命令を備える、請求項５１に記載のバイオメトリックセンサ。
【請求項６４】
　前記照明サブシステムは、照明領域内の前記皮膚と推定される部位を照明するよう構成
され、
　該皮膚と推定される部位と照明領域とは、相対的に動いている、請求項５１に記載のバ
イオメトリックセンサ。
【請求項６５】
　バイオメトリック機能を実施する方法であって、
　個人の皮膚と推定される部位を白色光で照明するステップと、
　受光される光が入射するカラー画像装置により、該皮膚と推定される部位から散乱され
る光を受光するステップと、
　該カラー画像装置により、該皮膚と推定される部位の複数の空間的に分布した画像を該
受光された光から導出するステップであって、前記複数の空間的に分布した画像は該個人
の照明された組織の種々の量に対応する、ステップと、
　該バイオメトリック機能を実施するよう該複数の空間的に分布した画像を分析するステ
ップと
　を含む、方法。
【請求項６６】
　前記バイオメトリック機能は偽装防止機能を備え、前記複数の空間的に分布した画像を
分析するステップは、前記推定される部位が生体組織を備えるかどうかを判断するステッ
プを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記複数の空間的に分布した画像を分析するステップは、前記個人のデモグラフィック
特性または人体計測特性を推定するよう前記複数の空間的に分布した画像を分析するステ
ップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間的に分布した画像を分析する
ステップは、前記個人の血液中の検体の濃度を判断するよう前記複数の空間的に分布した
画像を分析するステップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項６９】
　前記皮膚と推定される部位を照明するステップは、該皮膚と推定される部位と接触して
いるプラテンを通して前記白色光を配向するステップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項７０】
　前記個人の前記皮膚と推定される部位を白色光で照明するステップは、該個人の該皮膚
と推定される部位を広帯域白色光源で照明するステップを含む、請求項６５に記載の方法
。
【請求項７１】
　前記個人の前記皮膚と推定される部位を白色光で照明するステップは、
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　複数の狭帯域光源を備える複数の狭帯域光線を生成するステップと、
　該複数の狭帯域光線を結合するステップとを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項７２】
　前記複数の狭帯域光線は、一組の原色に対応する波長を有する、請求項７１に記載の方
法。
【請求項７３】
　前記皮膚と推定される部位を照明するステップは、前記白色光を第一の偏光により偏光
するステップを含み、
　該皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、該受光された光を第
二の偏光により変更するステップを含み、
　該第一および第二の偏光は互いに対して実質的に交差している、請求項６５に記載の方
法。
【請求項７４】
　前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するステップは、該受光された光が
前記カラー画像装置に入射する前に赤外線波長で該受光された光をフィルタにかけるステ
ップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項７５】
　前記皮膚と推定される部位は、指または手の手掌面であり、
　前記バイオメトリック機能は、バイオメトリック識別を備え、
　前記複数の空間的に分布した画像を分析するステップは、
　該皮膚と推定される部位の表面指紋画像または表面掌紋画像を、該複数の空間的に分布
した画像から導出するステップと、
　前記個人の身元を識別するよう該表面指紋画像または表面掌紋画像を、指紋または掌紋
の画像のデータベースと比較するステップとを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項７６】
　前記バイオメトリック機能は、バイオメトリック識別を備え、
　前記複数の空間的に分布した画像を分析するステップは、前記個人の身元を識別するよ
う該複数の空間的に分布した画像を、多重スペクトル画像のデータベースと比較するステ
ップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記個人の前記皮膚と推定される部位を白色光で照明するステップは、照明領域内で行
われ、
　該皮膚と推定される部位と照明領域とは、相対的に動いている、請求項６５に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、以下のそれぞれの出願日の利益を主張する：米国特許出願第１１／２１６，０
０６号（「ＣＯＭＰＡＲＡＴＩＶＥ　ＴＥＸＴＵＲＥ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ　ＯＦ　ＴＩＳ
ＳＵＥ　ＦＯＲ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＰＯＯＦ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ」、Ｒｏｂｅｒ
ｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅにより２００５年９月１日出願）、米国特許出願第１１／４５８，６１
９号（「ＴＥＸＴＵＲＥ－ＢＩＯＭＥＴＲＩＣＳ　ＳＥＮＳＯＲ」、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．
Ｒｏｗｅにより２００６年７月１９日出願）、米国特許出願第１１／４５８，６０７号（
「ＷＨＩＴＥ　ＬＩＧＨＴ　ＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＥＮＳＯＲＳ」
、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅ、他により２００６年７月１９日出願）。
【０００２】
　本願は、概して、生物測定に関する。さらに具体的には、本願は、スペクトル情報を使
用するバイオメトリック測定を行うための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
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【０００３】
　「バイオメトリックス」は、概して、生体の特性の統計的分析をいう。バイオメトリッ
クスの１つのカテゴリは、２つの様式のうちの１つで一般的に機能し、人々の自動識別を
提供するか、または人々の推定される身元を確認する「バイオメトリック識別」を含む。
バイオメトリック感知技術は、人の身体特性または行動特性を測定し、そのような特徴を
事前に記録された同様の測定と比較して適合があるかどうかを判断する。バイオメトリッ
クのために一般的に使用されている身体的特徴は、顔、虹彩、手の形状、静脈構造、およ
びすべてのバイオメトリック識別特徴の中で最も普及している指紋の紋様を含む。収集さ
れた指紋を分析するための現在の方法は、光学、容量性、高周波、熱、超音波、およびい
くつかの他のあまり一般的でない技術を含む。
【０００４】
　指紋収集方法のほとんどは、指の表面における、またはその付近の皮膚の特性を測定す
ることに依っている。特に、光学指紋読取装置は、典型的には、センサプラテンとその上
に置かれた指との間の屈折率の差異の有無に依っている。空気で満たされた指紋の溝がプ
ラテンの特定位置より上にある場合、空気・プラテンの屈折率差のため、全内部反射率（
「ＴＩＲ」）がプラテン内に発生する。あるいは、適切な反射率の皮膚がプラテンと光学
的に接触している場合、この位置におけるＴＩＲは「妨害」され、光がプラテンと皮膚の
接触面を横断できるようになる。指がプラテンに触れている領域にわたるＴＩＲの差異の
マップは、従来の光学指紋読取の基礎を形成する。明視野および暗視野両方の光学配置に
おける光学接触面のこの変化を検出するために使用される多数の光学配置がある。一般的
に、このＴＩＲ基礎測定を行うために単一の準単色光線が使用される。
【０００５】
　非ＴＩＲ光学指紋センサも存在する。ほとんどの場合、これらのセンサは準単色光のあ
る配置に依存して指先の正面、側面または背部を照明し、皮膚を通して光を拡散させる。
指紋画像は、隆起および溝に対する皮膚とプラテンの境界にわたる光透過率の差異により
、形成される。光透過の差異は、当業者には公知のように、溝内の中間空隙の有無による
フレネル反射特性の変化によるものである。
【０００６】
　光学指紋読取装置は、非理想的な条件による画質問題の影響を特に受けやすい。皮膚が
過度に乾燥している場合、プラテンとの屈折率適合が低下し、結果として質の悪い画像コ
ントラストとなる。同様に、指が非常に湿っている場合、溝が分泌液で充満される場合が
あり、光結合を指紋領域全体にわたって起こし、画像コントラストを大きく低下させる。
プラテン上の指の圧力が小さすぎる、または大きすぎる、皮膚またはセンサが汚れている
、皮膚が老化および／または磨耗している、または一定の民族または非常に幼い子供の場
合など、過度に細かい特徴が存在する場合に、同様の影響が発生する場合がある。これら
の影響は画質を低下させ、それによって指紋センサの全面的な性能を低下させる。場合に
よっては、市販の光学指紋読取装置は、シリコーンなどの軟質材料の薄膜を組み込んで、
これらの影響を軽減し、性能の回復に役立てる。軟質材料として、膜は、破損、磨耗、お
よび汚染の影響を受けやすく、整備なしではセンサの使用は限られる。
【０００７】
　ＴＩＲ、ならびに静電容量、ＲＦなどのようなその他の様相に基づく光学指紋読取装置
は、典型的に、取得中に存在する非理想的画像化条件にある程度影響される画像を作り出
す。よって、結果として生じる画像の質感特性の分析は、患者の皮膚の質感特性を観察す
る能力を制限または曖昧にし得る、サンプリング条件に影響される。この結果は、質感が
そのような感知様相において実用性が制限されるということになる。
【０００８】
　バイオメトリックセンサ、特に指紋バイオメトリックセンサは、概して、種々の形態の
偽装試料によって打破されがちである。指紋読取装置の場合、紙、ゼラチン、エポキシ、
ラテックスなどのある種の無生物材料に組み込まれている認定されたユーザの指紋の紋様
を備える読取装置を提示する、種々の方法が当技術分野において既知である。よって、た
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とえ指紋読取装置が適合する指紋の紋様の有無を確実に判断すると考えることが可能であ
る場合でも、適合する紋様が本物の生体の指から取得されていることを確実にする（多く
の一般的なセンサでは確認することが困難な場合がある）ことは、全体的なシステム安全
性にとっても重要である。
【０００９】
　いくつかのバイオメトリックシステムが打破される場合のある別の方法は、リプレイ攻
撃の使用によるものである。このシナリオでは、認定ユーザがシステムを使用している時
に、侵入者がセンサから出る信号を記録する。その後、侵入者は、事前に記録された認定
信号がシステム内へ投入されるようにセンサシステムを操作することによって、センサ自
体をバイパスしてバイオメトリックによって確保されるシステムへのアクセスを得る。
【００１０】
　バイオメトリックセンサをより強固、より確実、およびエラーを起こしにくくするため
の一般的な方法は、本技術分野では、時として「二重」、「組み合わせ」、「層状」、「
融合」、「多重バイオメトリック」、または「多因子バイオメトリック」感知と呼ばれる
方法を使用して、バイオメトリック信号源を組み合わせることである。この方法で強化さ
れた安全性を提供するために、種々の技術が体の部分を同時に測定し、組み合わされてい
る種々のセンサを打破する種々の試料または技術を使用することによって打破されること
に耐えるような方法で、バイオメトリック技術が組み合わされる。体の同一部分を確認す
る方法で技術が組み合わされる場合、それらは「密に結合されている」と呼ばれる。
【００１１】
　ブドウ糖、アルコール、ヘモグロビン、尿素、およびコレステロールなどの生理的検体
の非侵襲性光学測定の精度は、皮膚組織の変動によって悪影響を受ける。場合によっては
、バイオメトリック測定と連動して１つ以上の生理的検体を測定することが有利である。
そのような二重測定には、商業および法執行の両市場において潜在的な関心および適用が
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、多重スペクトル画像化システムおよび方法を使用した、バイオメトリック
感知および検体推定のための改善された方法およびシステムに対し本技術分野における一
般的な必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明の実施形態は、バイオメトリック評価のために提示される試料の真
性を評価する方法を提供する。前記試料は、複数の異なる光学条件下で照明される。前記
試料から散乱される光が受光される。複数の画像が形成され、そのような各画像は、前記
複数の異なる光学条件のそれぞれに対する前記受光された光から形成されている。複数の
質感度が生成され、そのような各質感度は、前記複数の画像のそれぞれから生成されてい
る。前記生成された複数の質感度が、本物の隠されていない生物組織である試料と一致す
るかどうか判断される。ある特定の実施形態では、前記質感度は画像コントラスト度を備
えることができる。
【００１４】
　異なる光学条件下での前記試料の照明は、それを複数の種々の波長を有する複数の光で
照明する、複数の異なる偏光条件下で光照明する、複数の異なる照明角度で光照明するな
どによって、達成することができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、前記質感度は、前記複数の画像のそれぞれの空間移動窓法分
析を行うことによって生成することができる。場合によっては、前記複数の質感度は、一
定の空間周波数内の画像コントラスト度を備えることができる。例えば、前記サンプルが
複数の異なる波長を有する光で照明されると、赤色照明下の画像コントラストは青色照明
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下の画像コントラストよりも低いことを確認することができる。あるいは、赤色照明下の
画像コントラストは、所定の値未満であることを確認することができる。場合によっては
、前記空間移動窓法分析は、前記複数の画像について移動窓フーリエ変換を計算すること
によって行うことができる。あるいは、前記複数の画像の移動窓中心および移動窓変動度
を計算することによって行うことができる。例えば、一実施形態において、前記移動窓中
心度は移動窓平均値を備え、前記移動窓変動度は移動窓標準偏差を備える。別の実施形態
では、前記移動窓中心度は移動窓平均値を備え、前記移動窓変動度は移動窓範囲を備える
。
【００１６】
　試料の真偽の判断は、前記複数の質感度を多次元空間内の点にマップするよう多次元尺
度構成法を適用することによって行うことができる。これにより、前記点が、本物の隠さ
れていない生物組織である前記試料に対応する多次元空間の所定の領域内にあるかどうか
の判断を行うことができる。一実施形態において、前記多次元空間は二次元空間である。
【００１７】
　別の一組の実施形態では、バイオメトリック機能を実施する方法が提供される。個人の
皮膚と推定される部位は、照明光で照明される。前記皮膚と推定される部位は、ある表面
と接触している。前記皮膚と推定される部位から散乱される光は、前記表面を含む平面内
で実質的に受光される。画像は、前記受光された光から形成される。画像質感度は前記画
像から生成される。前記生成された画像質感度は、前記バイオメトリック機能を実施する
よう分析される。
【００１８】
　ある実施形態では、前記バイオメトリック機能は、偽装防止機能を備え、そのような実
施形態では、前記画像質感度は、前記皮膚と推定される部位が生体組織を備えるかどうか
を判断するよう分析される。その他の実施形態では、前記バイオメトリック機能は、識別
機能を備え、そのような実施形態では、前記画像質感度は、個人の身元を識別するよう分
析される。なお、その他の実施形態では、前記バイオメトリック機能は、デモグラフィッ
クまたは人体計測機能を備え、そのような実施形態では、前記画像質感度は、個人のデモ
グラフィックまたは人体計測特性を推定するよう分析される。
【００１９】
　前記表面は、画像検出器の表面とすることができ、前記皮膚と推定される部位から散乱
される光は、前記画像検出器において受光される。あるいは、光のパターンは、パターン
の実質的な劣化または減衰なしに、前記平面から前記平面の外に配置される画像検出器へ
平行移動させることができ、前記平行移動されたパターンは前記画像検出器において受光
される。種々の実施形態では、前記皮膚と推定される部位から散乱される光は、単色画像
検出器またはカラー画像検出器において受光されることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、前記照明光は白色光である。そして、前記画像は種々の波長
に対応する複数の画像を備えてもよい。したがって、前記画像質感度は、前記複数の画像
のそれぞれの空間移動窓法分析を行うことによって生成することができる。例えば、移動
窓フーリエ変換は、前記複数の画像について計算することができる。あるいは、前記複数
の画像の移動窓中心度および移動窓変動度を計算することができる。
【００２１】
　前記バイオメトリック機能を実施するよう前記生成された画像質感度を分析する際に、
前記生成された画像質感度は、参照画像質感度と比較することができる。場合によっては
、前記参照画像質感度は、参照皮膚部位から散乱される光から形成される参照画像から生
成され、前記皮膚と推定される部位は、前記参照皮膚部位とは実質的に異なる。ある実施
形態では、前記バイオメトリック機能を実施する際に、前記受光された光のスペクトル特
徴は、参照スペクトル特徴と比較される。
【００２２】
　さらに別の一組の実施形態では、バイオメトリックセンサが提供される。前記センサは
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、表面、照明サブシステム、検出サブシステム、および演算ユニットを備える。前記表面
は、皮膚と推定される部位と接触するように構成される。前記照明サブシステムは、前記
皮膚と推定される部位が前記表面と接触している場合に、前記皮膚と推定される部位を照
明するよう配置される。前記検出サブシステムは、前記皮膚と推定される部位から散乱さ
れる光を受光するように配置され、光は前記表面を含む平面内で実質的に受光される。前
記演算ユニットは、前記検出サブシステムと連動され、前記受光された光から画像を形成
するための命令を有する。また、前記画像から画像質感度を生成するため、および前記バ
イオメトリック機能を実施するよう前記生成された画像質感度を分析するための命令も有
する。
【００２３】
　そのようなセンサにより実施することができる多数の種々のバイオメトリック機能があ
る。一実施形態において、前記バイオメトリック機能は偽装防止機能を備え、前記演算ユ
ニットは、前記皮膚と推定される部位が生体組織を備えるかどうかを判断するための命令
を有する。別の実施形態では、前記バイオメトリック機能は、識別機能を備え、前記演算
ユニットは、前記生成された画像質感度から個人の身元を識別するための命令を有する。
なお、別の実施形態では、前記バイオメトリック機能は、デモグラフィックまたは人体計
測特性機能を備え、前記演算ユニットは、前記生成された画像質感度からデモグラフィッ
クまたは人体計測特性を推定するための命令を有する。
【００２４】
　場合によっては、前記バイオメトリックセンサは、画像検出器をさらに備える。
そのような実施形態の１つでは、前記表面は画像検出器の表面であり、前記検出サブシス
テムは前記画像検出器を備え、前記画像検出器において前記皮膚と推定される部位から散
乱される光を受光するよう構成される。別のそのような実施形態では、前記画像検出器は
、前記平面の外に配置される。光学配置は、パターンの実質的な劣化または減衰なしに、
前記平面から前記画像検出器へ光のパターンを平行移動させるよう構成される。前記検出
システムは、前記画像検出器を備え、前記画像検出器において前記平行移動されたパター
ンを受光するよう構成される。種々の実施形態において、前記画像検出器は、単色画像検
出器またはカラー画像検出器を備えることができる。
【００２５】
　場合によっては、前記照明サブシステムは、前記皮膚と推定される部位を白色光で照明
するよう構成される。そして、前記画像は、種々の波長に対応する複数の画像を備えるこ
とができ、前記画像質感度を生成するための前記命令は、前記複数の画像のそれぞれの空
間移動窓法分析を行うための命令を備える。例えば、一実施形態においては、前記複数の
画像をもとに移動窓フーリエ変換を計算するための命令があってもよい一方で、別の実施
形態は、複数の画像の移動窓中心度および移動窓変動度を計算するための命令を有する。
【００２６】
　一実施形態において、前記バイオメトリック機能を実施するよう前記生成された画像質
感度を分析するための前記命令は、前記生成された画像質感度を参照画像質感度と比較す
るための命令を備える。そのような参照画像質感度は、参照皮膚部位から散乱される光か
ら形成される参照画像から生成することができ、前記皮膚と推定される部位は前記参照皮
膚部位とは実質的に異なる。ある実施形態では、前記演算ユニットは、前記バイオメトリ
ック機能を実施する際に、前記受光された光のスペクトル特徴を、参照スペクトル特徴と
比較するための命令をさらに有する。
【００２７】
　なお、別の一組の実施形態では、バイオメトリックセンサが提供される。白色光照明サ
ブシステムは、個人の皮膚と推定される部位を白色光で照明するよう配置される。検出サ
ブシステムは、前記皮膚と推定される部位から散乱される光を受光するよう配置され、前
記受光される光が入射するカラー画像装置を備える。演算ユニットは、前記検出サブシス
テムと連動される。前記演算ユニットは、カラー画像装置により、前記皮膚と推定される
部位の複数の空間的に分布した画像を前記受光された光から抽出するための命令を有する
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。前記複数の空間的に分布した画像は、個人の照明された組織の種々の量に対応する。ま
た、前記演算ユニットは、前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間的に
分布した画像を分析するための命令も有する。
【００２８】
　これらの実施形態の１つにおいて、前記バイオメトリック機能は、偽装防止機能を備え
、前記複数の空間的に分布した画像を分析するための前記命令は、前記皮膚と推定される
部位が生体組織を備えるかどうかを判断するための命令を備える。これらの実施形態のも
う１つにおいて、前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間的に分布した
画像を分析するための前記命令は、個人のデモグラフィックまたは人体計測特性を推定す
るよう前記複数の空間的に分布した画像を分析するための命令を備える。これらの実施形
態のさらに別の１つにおいて、前記バイオメトリック機能を実施するよう前記複数の空間
的に分布した画像を分析するための前記命令は、個人の血液中の検体の濃度を判断するよ
う前記複数の空間的に分布した画像を分析するための命令を備える。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、前記バイオメトリックセンサは、前記皮膚と推定される部位
と接触しているプラテンをさらに備えることができ、前記白色光照明サブシステムは、前
記プラテンを通して前記皮膚と推定される部位を照明するよう構成される。その他の実施
形態では、前記白色光照明サブシステムが、前記皮膚と推定される部位が前記バイオメト
リックセンサと物理的に接触していない場合に、代わりに前記皮膚と推定される部位を照
明するよう構成される。
【００３０】
　前記白色光は、種々の実施形態において、種々の方法で提供することができる。例えば
、一実施形態において、前記白色光照明サブシステムは、広帯域白色光源を備える。別の
実施形態では、前記白色光照明サブシステムは、複数の狭帯域光源および光学配置を備え
、前記複数の狭帯域光源によって提供される光を結合する。前記複数の狭帯域光源は、一
組の原色のそれぞれに対応する波長の光を提供することができる。場合によっては、前記
皮膚と推定される部位、および前記皮膚と推定される部位が照明される照明領域は、相対
的に動いている。
【００３１】
　いくつかの実施形態は、前記白色光を偏光するよう配置される前記照明システムに第一
偏光子を含むことによって偏光を利用する。そして、前記検出システムは、前記受光され
た光に出会うよう配置される第二の偏光子を備える。前記第一および第二の偏光子は互い
に対して交差してもよい。その他の実施形態では、前記第一および第二の偏光子は平行で
もよい。いくつかの実施形態では、第二を保持する一方で前記第一の偏光子を省略しても
よい。いくつかの実施形態では、これらの偏光オプションのうち２つ以上を単一装置内で
組み合わせてもよい。前記検出システムは、時として、前記受光された光が前記カラー画
像装置に入射する前に前記受光された光に出会うよう配置される赤外線フィルタを備える
こともできる。
【００３２】
　ある実施形態では、前記皮膚と推定される部位は、指または手の手掌面であり、前記バ
イオメトリック機能はバイオメトリック識別を備える。前記複数の空間的に分布した画像
を分析するための前記命令は、前記皮膚と推定される部位の表面指紋画像または表面掌紋
画像を、前記複数の空間的に分布した画像から抽出するための命令を備える。そして、前
記表面指紋画像または表面掌紋画像は、個人を識別するよう指紋または掌紋の画像のデー
タベースと比較される。前記バイオメトリック機能がバイオメトリックを備えるその他の
実施形態では、前記複数の空間的に分布した画像を分析するための前記命令は、代わりに
、個人を識別するよう前記複数の空間的に分布した画像を、多重スペクトル画像のデータ
ベースと比較するための命令を備える。
【００３３】
　さらに別の一組の実施形態では、バイオメトリック機能を実施する方法が提供される。
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個人の皮膚と推定される部位は、白色光で照明される。前記皮膚と推定される部位から散
乱される光は、前記受光される光が入射するカラー画像装置により受光される。前記皮膚
と推定される部位の複数の空間的に分布した画像が導出され、前記複数の空間的に分布し
た画像は個人の照明された組織の種々の量に対応する。前記複数の空間的に分布した画像
は、前記バイオメトリック機能を実施するよう分析される。
【００３４】
　これらの実施形態のいくつかでは、前記バイオメトリック機能は偽装防止機能を備え、
前記複数の空間的に分布した画像を分析するステップは、前記推定される部位が生体組織
を備えるかどうかを判断するステップを備える。これらの実施形態のその他では、前記複
数の空間的に分布した画像は、個人のデモグラフィックまたは人体計測特性を推定するよ
う分析される。これらの実施形態のさらに異なるものでは、前記複数の空間的に分布した
画像は、個人の血液中の検体の濃度を判断するよう分析される。
【００３５】
　前記皮膚と推定される部位は、時として、前記皮膚と推定される部位と接触しているプ
ラテンを通して前記白色光を配向することによって、照明することができる。場合によっ
ては、前記皮膚と推定される部位は、広帯域白色光源で照明することができる一方で、そ
の他の場合では、おそらく一組の原色に対応する複数の狭帯域光線を生成および結合する
ことができる。前記皮膚と推定される部位は、時として、前記皮膚と推定される部位が照
明される照明領域に関して相対的に動いていることがある。
【００３６】
　一実施形態では、前記白色光は第一の偏光により偏光され、前記皮膚と推定される部位
より散乱される前記受光された光は第二偏光により偏光される。前記第一および第二の偏
光は、互いに対して実質的に交差してもよく、または互いと実質的に平行であってもよい
。前記受光された光は、時として、前記受光された光が前記カラー画像装置に入射する前
に、赤外線波長においてフィルタにかけられることがある。
【００３７】
　場合によっては、前記バイオメトリック機能はバイオメトリックを備える。
例えば、前記皮膚と推定される部位は指または手の手掌面となり得る。そして、前記複数
の空間的に分布した画像の分析は、前記皮膚と推定される部位の表面指紋または掌紋画像
を前記複数の空間的に分布した画像から導出し、前記表面指紋または掌紋画像を指紋また
は掌紋画像と比較することによって処理され得る。他の実施形態では、前記複数の空間的
に分布した画像は、個人を識別するよう多重スペクトル画像のデータベースと比較され得
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の性質および利点のさらなる理解は、明細書の残りの部分、および同様の構成要
素を参照ためにいくつかの図面にわたって類似参照標示が使用される図面を参照すること
によって実現することができる。場合によっては、参照標示はラテン文字接尾語が続く数
字部分を含み、参照標示の数字部分のみの参照は、その数字部分を有するがラテン文字接
尾語が異なるすべての参照標示を集合的に参照することを目的とする。
【００３９】
　（１．概説）
　本発明の実施形態は、いくつかの実施形態における統合多因子バイオメトリック測定を
含む、種々様々な種類のバイオメトリック測定の収集および処理を可能にする方法および
システムを提供する。これらの測定は、個人の身元、ならびに採取されているバイオメト
リック試料の真偽の強固な確実性を提供することができる。いくつかの実施形態では、セ
ンサは、個人の皮膚の表面を貫通して皮膚および／または下層組織内に散乱する白色光を
使用する。本願で使用されるように、「白色光」は、場合によっては原色を備えることが
できる、成分波長帯への分離に適応したスペクトル組成を有する光をいう。白色光を画定
するために使用される通常の原色は、赤、緑、および青であるが、当業者にとって公知で
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あるように、その他の組み合わせをその他の場合において使用してもよい。明確にするた
めに、本願で使用されるような「白色光」は、成分波長帯の正確な波長分布および強度の
ため、人間の観察者には白に見えない場合があり、それに関連する異なる色合いまたは色
を有する場合があることが強調される。その他の場合において、前記白色光は、紫外線ま
たは赤外線スペクトル領域内の１つ以上の帯域を備えることができる。場合によっては、
前記白色光は、赤外線および／または紫外線スペクトル領域内の波長域からなる場合、人
間の観察者には全く見えない場合さえある。皮膚および／または下層組織によって散乱さ
れる光の一部は、皮膚を射出し、皮膚の表面における、またはその下の組織の構造の画像
を形成するために使用される。皮膚の波長依存性質のため、前記白色光によって備えられ
る光の各波長から形成される画像は、他の波長において形成される画像と異なり得る。し
たがって、本発明の実施形態は、特徴的なスペクトルおよび空間的情報が、結果として生
じる画像から抽出できるような方法で、画像を収集する。
【００４０】
　いくつかの用途では、単独またはバイオメトリック測定と組み合わせてのいずれかで、
体のその他のパラメータおよび特性を推定することが望ましい可能性がある。例えば、具
体的なそのような一実施形態では、指紋の紋様の測定と同時に個人の検体レベルを測定す
る能力が提供される。法執行における用途は、測定検体が個人の血中アルコールレベルを
備える実施形態において見られ、また、そのような実施形態は、車両アクセスの制限を含
む種々の商業的応用も可能にする。このように、それをもとに測定が行われる検体測定と
個人の身元とは、密接に結び付けることができる。
【００４１】
　皮膚組成および構造は、非常に異なり、非常に複雑で、個人によって変化する。皮膚お
よび下層組織の空間スペクトル特性の光学的測定を行うことによって、多数の評価を行う
ことができる。例えば、生体識別機能は、誰の皮膚が測定されているのかを識別および検
証するよう実施することができ、生存性機能は、測定されている試料が生存および生存可
能な組織であり、別の種類の物質ではないことを確かめるよう実施することができ、年齢
、性別、民族性、およびその他のデモグラフィックおよび人体計測特性などの種々の生理
的パラメータの推定値を出すことができ、および／またはルコール、ブドウ糖、血液かん
流および酸化の度合い、ビリルビン、コレステロール、尿素、および類似物を含む種々の
検体およびパラメータの濃度の測定を行うことができる。
【００４２】
　種々の実施形態において、皮膚の複雑な構造は、特定の機能に対する方法およびシステ
ムの側面を調整するために使用することができる。皮膚の最外層である表皮は、その下の
真皮および下皮によって支持される。表皮自体は、角質層、透明層、顆粒層、有棘層、お
よび基底層を含む５つの識別された副層を有し得る。よって、例えば、最上の角質層の下
の皮膚は、表面トポグラフィーに関するいくつかの特性、ならびに皮膚の深さとともに変
化するいくつかの特性を有する。皮膚への血液供給は、真皮層内に存在するが、真皮は、
毛細血管を介して表面の近くに血液供給をもたらす、「真皮乳頭」として知られる表皮内
への突起部を有する。指の手掌面では、この毛細血管構造は、表面上の皮膚紋理の紋様に
従う。体のいくつかの他の場所では、毛細血管床の構造はあまり規則正しくないが、依然
として特定の場所および個人の特徴を示す。同様に、皮膚の種々の層の間の接触面のトポ
グラフィーは非常に複雑で、皮膚の場所および個人の特徴を示す。皮膚および下層組織の
表面下構造のこれらの源は、バイオメトリック判断または検体測定に対する皮膚の非画像
化光学的測定の大きな雑音源を表すが、構造差は、本発明の実施形態を通して有利に比較
することが可能な空間スペクトル特徴によって明示される。
【００４３】
　場合によっては、インク、染料、および／またはその他の色素が、局所塗布または表面
下の入れ墨として皮膚の部分に存在する場合がある。これらの形態の人工色素は、人間の
裸眼では見えることも、見えないこともある。しかし、本発明の装置によって使用される
１つ以上の波長が色素に敏感である場合、いくつかの実施形態において前記センサは、他
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の所望の測定作業に加えて、色素の存在、量および／または形状を検証するために使用す
ることが可能である。
【００４４】
　一般的に、本発明の実施形態は、独立した空間およびスペクトル次元を有する多次元デ
ータ構造において表すことができる空間スペクトル情報を収集する方法およびシステムを
提供する。ある場合において、所望の情報は、多次元データ構造全体の一部だけに含まれ
る。例えば、均一に分布したスペクトル的に活性化した化合物の推定は、多次元データ構
造全体から抽出することができる、測定されたスペクトル特性だけを必要とし得る。その
ような場合、全体的なシステム設計は、単一ピクセルの限度にまで画像ピクセルの数を減
らすことによって、収集されたデータの空間的成分を低減または排除するよう簡素化する
ことができる。よって、開示されるシステムおよび方法は、概して、空間スペクトル画像
化との関連で説明されるが、本発明は、単一の検知素子にまで画像の度合いが大きく低減
される同様の測定を包含することが認識されるであろう。
【００４５】
　（２．非接触型バイオメトリックセンサ）
　本発明の一実施形態は、非接触型バイオメトリックセンサ１０１の正面図を示す、図１
の概略図により描かれる。前記センサ１０１は、１つ以上の光源１０３を有する照明サブ
システム１２１および画像装置１１５を備える検出サブシステム１２３を備える。前記図
は、前記照明サブシステム１２１が、複数の照明サブシステム１２１ａおよび１２１ｂを
備える実施形態を描写するが、本発明は、照明または検出サブシステム１２１または１２
３の数によって限定されない。例えば、照明サブシステム１２１の数は、照明の一定のレ
ベルを達成するよう、パッケージ要件を満たすよう、および前記センサ１０１のその他の
構造的制約を満たすよう便宜的に選択することができる。照明光は、光源１０３からのフ
ラッド光、光線、光点、および類似物などの形態など、所望の形態に照明を成形する照明
光学系１０５を通って通過する。前記照明光学系１０５は、便宜上レンズから成るとして
示されているが、さらに一般的に、１つ以上のレンズ、１つ以上の鏡、および／またはそ
の他の光学素子の任意の組み合わせを含むことができる。また、前記照明光学系１０５は
、指定の一次元または二次元パターンで照明光をスキャンするスキャナ構造（図示せず）
も備えることができる。種々の実施形態において、前記光源１０３は、点光源、線光源、
領域光源を備えることができ、または一連のそのような光源を備えることができる。一実
施形態において、前記照明光は、検討される個人の指１１９またはその他の皮膚部位に当
たる前に、光が通過する直線偏光子１０７を配置することによってなど、偏光として提供
される。画像化される皮膚部位は、任意の固体表面と接触せずに光と相互作用するよう位
置づけることができるため、図１に示されるような実施形態は、本願では「非接触型」セ
ンサと呼ばれる。下記に詳しく説明される「接触型」バイオメトリックセンサでは、画像
化される皮膚部位は、プラテンまたは光検出器などのある固体表面と接触している。
【００４６】
　場合によっては、種々の実施形態では、前記光源１０３は、広帯域源として、または狭
帯域エミッタの集合として提供することができる白色光源を備える。広帯域源の例は、白
色光発光ダイオード（「ＬＥＤ」）、白熱電球またはグローバー（ｇｌｏｗｂａｒ）、お
よび類似物を含む。狭帯域エミッタの集合は、赤色のＬＥＤまたはレーザーダイオード、
緑色のＬＥＤまたはレーザーダイオード、および青色のＬＥＤまたはレーザーダイオード
を含む実施形態のような、原色波長を有する準単色光源を備えることができる。
【００４７】
　直接反射光を軽減するための代替機構は、光学的偏光子を利用する。直線および円形両
方の偏光子は、当業者にとって公知のように、一定の皮膚の深さにより敏感な光学的測定
を行うために、有利に採用し得る。図１に図示される実施形態では、前記照明光は、直線
偏光子１０７によって偏光される。そして、前記検出サブシステム１２３は、前記照明偏
光子１０７に対して実質的に直角であるその光軸を備えて配置される直線偏光子１１１も
含むことができる。このように、前記試料からの光は、複数の散乱現象を受けて、その偏
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光の状態を有意に変化させなければならない。光が皮膚の表面を貫通して、多くの散乱現
象後に前記検出サブシステム１２３に再び散乱されると、そのような現象が発生する。
【００４８】
　逆に、２つの偏光子１０７および１１１の使用はまた、前記偏光子１１１を偏光子１０
７と実質的に平行になるよう配置することによって、直接反射光の影響を増大させるため
に使用することもできる。いくつかのシステムにおいて、２つの異なる偏光条件（つまり
、交差偏光条件下、および平行偏光条件下）で収集される多重スペクトルデータの収集を
可能にするよう、単一装置内に２つ以上の偏光構成を組み合わせることが有利となる場合
がある。その他の実施形態では、偏光子１０７または１１１のいずれか、または両方を省
略することができ、実質的にランダムに偏光された光の収集を可能にする。
【００４９】
　前記検出サブシステム１２３は、レンズ、鏡、位相板、および波面符号化装置を備える
検出光学系、および／または前記検出器１１５上で画像を形成するその他の光学素子を組
み込むことができる。また、前記検出光学系１１３は、スキャン構造（図示せず）を組み
込んで、順に前記検出器１１５に全体的な画像の部分を伝えることができる。あらゆる場
合において、前記検出サブシステム１２３は、皮膚の表面を貫通して、皮膚から射出され
る前に皮膚および／または下層組織内で光散乱を受けた光に敏感となるよう構成される。
【００５０】
　白色光が使用される実施形態では、前記検出器１１５は、一組の原色に対応するフィル
タ要素がベイヤーパターンで配置されるベイヤー・カラーフィルタアレイを備えることが
できる。赤２０４、緑２１２、および青２０８のカラーフィルタ要素を使用する配置につ
いて、そのようなパターンの例が図２Ａに示されている。場合によっては、前記検出器サ
ブシステム１２３は、検出される赤外光を軽減するよう配置される赤外線フィルタ１１４
をさらに備えることができる。図２Ｂに示される典型的なベイヤーフィルタアレイについ
ての色応答曲線から分かるように、前記フィルタ要素の赤２２４、緑２３２、および青２
２８の透過特性のスペクトル域内には、重複が概して存在する。特に、緑２３２および青
２２８の透過特性についての曲線において明白なように、前記フィルタアレイは、赤外光
の透過を可能にし得る。これは、前記検出器サブシステムの一部としての赤外線フィルタ
１１４を含めることにより回避される。その他の実施形態では、前記赤外線フィルタ１１
４は省略してもよく、赤外光を放つ１つ以上の光源１０３を組み込んでもよい。このよう
に、すべてのカラーフィルタ要素２０４、２０８および２１２は、光が実質的に通過でき
るようにし、結果として前記検出器１１５全体にわたる赤外線画像を生じる。
【００５１】
　非接触型バイオメトリックセンサの別の実施形態は、図３の正面図により概略的に示さ
れている。この実施形態では、前記バイオメトリックセンサ３０１は、照明サブシステム
３２３および検出サブシステム３２５を備える。図１に関連して説明される実施形態と同
様に、いくつかの実施形態では、複数の照明サブシステム３２３があってもよく、図３は
、２つの照明サブシステム３２３を有する具体的実施形態を示す。前記照明サブシステム
３２３によって備えられる白色光源３０３は、広帯域または上記の狭帯域源の組み合わせ
を含む、白色光の任意の光源とすることができる。前記白色光源３０３からの光は、前記
皮膚部位１１９に入射する前に、照明光学系３０５および直線偏光子３０７を通過する。
光の一部は前記皮膚部位１１９から、画像光学系３１５および３１９、直線偏光子３１１
、および分散光学素子３１３を備える前記検出サブシステム３２５内へと拡散的に反射さ
れる。前記分散素子３１３は、透過型または反射型、プリズム、または光の波長の関数と
しての光の経路の偏りを引き起こす本技術分野で公知のその他の光学部品とすることがで
きる、一次元または二次元の格子を備えることができる。図示された実施形態では、前記
第一の画像光学系３１９は、前記直線偏光子３１１および分散素子３１３を介する透過に
対して、前記皮膚部位１１９から反射される光を平行にする働きをする。光のスペクトル
成分は、前記分散素子３１３によって角度分離され、前記第二の画像光学系３１５によっ
て検出器上に別々に集束される。図１に関連して論じられるように、前記偏光子３０７お
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よび３１１の光軸が互いに対して実質的に直角に配向されている場合、前記照明および検
出サブシステム３２３、３２５によって備えられる偏光子３０７、３１１のそれぞれは、
前記検出器３１７において直接反射光の検出を低減する働きをする。また、前記偏光子３
０７、３１１は、それらの光軸が実質的に平行となるように配向することができ、それは
前記検出器３１７において直接反射光の検出を増大する。いくつかの実施形態では、偏光
子３０７または３１１のいずれか、または両方を省略してもよい。
【００５２】
　よって、前記検出器において受光される光から生成される画像は、計算機トモグラフィ
ー画像分光計（「ＣＴＩＳ」）の方法における「符号化された」画像である。スペクトル
および空間の両方の情報は、結果として生じる画像に同時に存在する。個々のスペクトル
パターンは、符号化された画像の数学的反転または「再構成」によって得ることができる
。
【００５３】
　図１の非接触型センサの描写は、前記照明光をスキャンするようスキャナ構造を提供す
ることができることを記述した。これは、前記照明領域と皮膚部位との間の相対運動があ
る実施形態のより一般的な部類の例である。そのような実施形態では、画像は、相対運動
中に収集される別々の画像部分を構築することによって構成することができる。また、そ
のような相対運動は、ユーザが皮膚部位を平行移動するよう指示される、カード読取型（
ｓｗｉｐｅ）構造のセンサを構成する実施形態において達成され得る。カード読取型セン
サの一例は、図４の略図により上面図で示されている。この図では、センサ４０１の前記
照明領域および検出領域４０５は、実質的に同一直線上にある。カード読取型センサ４０
１のいくつかの実施形態では、一つ以上の照明領域があってもよい。例えば、前記検出領
域４０５の両側に配置される複数の照明領域があってもよい。いくつかの実施形態では、
前記照明領域４０３は、前記検出領域を部分的または完全に覆ってもよい。画像データは
、図４中の矢印によって示されるように、光学的に活性な領域を通して指またはその他身
体部分を平行移動することによって、前記センサにより収集される。いくつかの実施では
、その例は下記で詳しく説明される接触型構造で使用することができるものの、カード読
取型センサは、上記の前記非接触型センサ構造のいずれかで実装することができる。前記
皮膚部位の別個の部分から順に受け取られる光は、バイオメトリック応用に引き続き使用
される画像を構築するために使用される。
【００５４】
　上記の実施形態は、下記に説明されるようなバイオメトリック応用において使用するこ
とができる多数の空間スペクトルデータを作り出す。本発明は、前記多数の空間スペクト
ルデータを格納または分析するどんな特定の方法にも限定されない。解説の目的で、それ
は図５にデータキューブの形態で示されている。前記データキューブ５０１は、それぞれ
は光スペクトルの異なる部分に対応し、かつそれぞれは空間的情報を含む、複数の平面５
０３、５０５、５０７、５０９、５１１を備えるスペクトル次元に沿って分解されて示さ
れている。場合によっては、前記多数の空間スペクトルデータは、空間およびスペクトル
情報を越えた付加的な種類の情報を含んでもよい。例えば、異なる照明構造、異なる偏光
などによって画定されるような異なる照明条件は、付加的な次元の情報を提供することが
できる。より広範には、複数の工学的条件下で収集されるデータは、同時または順次に収
集されるか否かにかかわらず、本願では「多重スペクトル」データと呼ばれる。多重スペ
クトルデータの側面のより完全な説明は、２００６年４月２４日に出願された「ＭＵＬＴ
ＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＥＮＳＯＲＳ」と題された、同時係属の同
一出願人による米国特許出願第１１／３７９，９４５号で説明され、その全開示はすべて
の目的で参照することにより本願に組み込まれる。よって、空間スペクトルデータは、異
なる光学条件として異なる照明波長を含む一定の種類の多重スペクトルデータの一部であ
ると考えることができる。
【００５５】
　白色光下で照明が発生する実施形態では、前記画像５０３、５０５、５０７、５０９、
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および５１１は、例えば、４５０ｎｍ、５００ｎｍ、５５０ｎｍ、６００ｎｍ、および６
５０ｎｍにおける光を使用して生成される画像に対応する場合がある。別の例では、各ピ
クセル位置において、赤、緑、および青のスペクトル帯域内の光の量に対応する３つの画
像があってもよい。各画像装置は、皮膚と相互作用する特定の波長の光の光学効果を表す
。波長によって変化する皮膚および皮膚の構成要素の光学的性質により、多重スペクトル
画像５０３、５０５、５０７、５０９および５１１のそれぞれは、一般的に他とは異なる
。よって、前記データキューブはＲ（Ｘｓ，Ｙｓ，ＸＩ，ＹＩ，λ）として表すことがで
き、光源点Ｘｓ、Ｙｓにおいて照明されると各像点ＸＩ、ＹＩにおいて見られる波長λの
拡散反射光量を表す。種々の照明構成（フラッド、線など）は、適切な光源点位置にわた
って点応答を合計することによって要約することが可能である。従来の非ＴＩＲ指紋画像
Ｆ（ＸＩ、ＹＩ）は、所与の波長λoに対する前記多重ペクトル・データキューブとして
大まかに表わされ、すべての光源位置にわたって合計されることが可能である。
【００５６】
【数１】

逆に、スペクトルバイオメトリックデータセットＳ（λ）は、所与の波長λに対して測定
された光の強度を、照明位置と検出位置との間の差
【００５７】
【数２】

と関連させる：
【００５８】
【数３】

よって、前記データキューブＲは、従来の指紋画像およびスペクトルバイオメトリックデ
ータセットの両方に関連付けられる。前記データキューブＲは、他の２つのデータセット
のいずれもの上位集合であり、別々の２つのいずれにおいても失われ得る相関およびその
他の情報を含む。
【００５９】
　皮膚および／または下層組織内を通る光は概して、種々の波長において皮膚および／ま
たは下層組織の種々の光学的特性に影響される。種々の波長において異なって影響される
皮膚および／または下層組織内の２つの光学効果は、散乱および吸光である。皮膚内の光
散乱は、概して、円滑で比較的ゆっくりと変化する関数の波長である。逆に、皮膚内の吸
光は、概して、皮膚内に存在するある構成要素の特定の吸収特徴により、強い波長の関数
である。例えば、血液、メラニン、水、カロチン、ビリルビン、エタノールおよびブドウ
糖はすべて、時として白色光源に包含され得る４００ｎｍから２．５μｍのスペクトル領
域内でかなり大きな吸光特性を有する。
【００６０】
　光学的吸収および散乱の複合効果により、様々な照明波長が種々の深さまで皮膚を貫通
する。これにより効果的に、様々なスペクトル画像は、照明された組織の種々の量に対応
する種々の相補的な情報を有する。特に、皮膚の表面に近い毛細血管層は異なる空間的特
性を有し、該特性は、血液が強力に吸収している波長で画像化され得る。皮膚および下層
組織の複雑な波長依存特性のため、所与の画像位置に対応する一組のスペクトル値は、明
確かつ異なる空間的特性を有する。これらの空間的特性は、ピクセル毎ベースで収集され
た画像を分類するために使用することができる。この評価は、一組の適格画像から典型的
な組織スペクトル質を生成することによって行うことができる。例えば、図５に示される
前記空間スペクトルデータは、Ｎ×５マトリクスとして並べ変えることができ、ここで、
Ｎは周辺領域の空気からよりもむしろ生体組織からのデータを含む画像ピクセルの数であ
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る。この一組のマトリクスをもとに行われる固有値分析または他の因子分析は、これらの
組織のピクセルの代表的なスペクトル特徴をもたらす。そして、その後のデータ内のピク
セルのスペクトルは、マハラノビス距離およびスペクトルの剰余などの数的指標を使用し
て、そのような以前に確立されたスペクトル特徴と比較することができる。少なくない画
像ピクセルが生体組織と一致しないスペクトル質を有する場合、前記試料は本物ではない
と見なされて拒絶され、よって前記試料の生存性の判断に基づいて前記センサにおける偽
装防止方法を組み込むための機構を提供する。
【００６１】
　あるいは、皮膚の質感特性は、単独でまたはスペクトル特性とともに、前記試料の真偽
を判断するために使用することができる。例えば、各スペクトル画像は、種々の空間的特
性の大きさを表すことができるような方法で分析することができる。そのような方法は、
ウェーブレット変換、フーリエ変換、コサイン変換、濃度共起などを含む。任意のそのよ
うな変換からの結果として生じる係数は、それらが抽出される画像の質感の側面を表わす
。よって、一組のスペクトル画像より抽出される一組のそのような係数は、結果的に、多
重スペクトルデータの色質感特性の説明となる。そして、これらの特性は、既知の試料の
同様の特性と比較して、偽装または生存性判断などのバイオメトリック判断を行うことが
できる。そのような判断を行うための方法は、概して、上記の空間的特性について説明さ
れる方法と同様である。そのような判断に対する適用できる分類技術は、線形および二次
の判別分析、分類ツリー、ニューラルネットワーク、および当業者に公知のその他の方法
を含む。
【００６２】
　同様に、前記試料が手または指の手掌面である実施形態では、画像ピクセルは、それら
のスペクトル質またはそれらの色質感質に基づいて「隆起」、「溝」、または「その他」
として分類することができる。この分類は、線形判別分析、二次判別分析、主成分分析、
ニューラルネットワーク、および当業者に公知のその他の判別分析方法を使用して行うこ
とが可能である。隆起および溝のピクセルは、典型的な手掌面上では隣接しているため、
場合によっては、対象の画像ピクセルの周囲の局所近傍からのデータを使用して画像ピク
セルを分類する。このように、従来の指紋画像は、さらなる処理およびバイオメトリック
評価のために抽出することができる。「その他」のカテゴリは、本物の試料において予期
されるのとは異なるスペクトル質を有する画像ピクセルを示し得る。「その他」として分
類される画像内のピクセルの総数に対し、閾値を設定することができる。この閾値を越え
ると、前記試料は本物ではないと判断され、適切な指示を行って措置を行うことができる
。
【００６３】
　同様の方法で、指の手掌面などの領域から収集される多重スペクトルデータは、隆起が
終了し、分岐し、または他のそのようなトポロジックな変化を受ける位置として規定され
る、「特徴点」の位置を直接推定するために分析することができる。例えば、多重スペク
トルデータセットの色質感質は、上記の方法で判断することができる。そして、これらの
質は、前述の方法で各画像位置を「隆起終止」、「隆起分岐」、または「その他」として
分類するために使用することができる。このように、特徴点の特徴抽出は、画像正規化、
画像二値化、画像細線化、および特徴点フィルタリング、当業者に公知の技術など、演算
的に面倒な計算を行う必要なく、多重スペクトルデータから直接達成することができる。
【００６４】
　身元のバイオメトリック判断は、多数の空間スペクトルデータ全体を使用して、または
その特定部分を使用して行うことができる。例えば、適切な空間フィルタを適用して、組
織内のより深いスペクトル的に活性化した構造の典型的な代表である、より低い空間周波
数を析出することができる。指紋データは、同様の空間周波数分離および／または上記の
ピクセル分類方法を使用して抽出することができる。スペクトル情報は、上記の方法で画
像の活性部分から分離することが可能である。そして、前記多数の空間スペクトルデータ
のこれらの３つの部分は、適合の度合いを判断するために、当業者に公知の方法を使用し
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て、処理し、対応する登録データと比較することができる。これらの特性の適合の強度に
基づいて、登録されたデータとの前記試料の整合について判断を行うことが可能である。
実施可能な一定の種類の空間スペクトル分析についての付加的な詳細は、ＲｏｂｅｒｔＫ
．Ｒｏｗｅらによって２００４年４月５日に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　
ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＥＮＳＯＲ」と題された、米国特許出願第１０／８１８，６９８
号において提供され、その全開示はすべての目的で参照することにより本願に組み込まれ
る。
【００６５】
　先述のように、皮膚および下層組織内に存在する場合のある一定の物質は、異なる吸光
特性を有する。例えば、エタノールは約２．２６μｍ、２．３０μｍ、および２．３５μ
ｍの特有の吸光ピーク、および２．２３μｍ、２．２８μｍ、２．３２μｍ、および２．
３８μｍのスペクトルトラフを有する。いくつかの実施形態では、非侵襲性光学的測定は
、２．１～２．５μｍの範囲内、さらに具体的には２．２～２．４μｍの範囲内の波長に
おいて行われる。少なくとも１つのピーク波長とトラフ波長とを含む実施形態では、結果
として生じるスペクトルデータは、組織中のアルコール濃度の推定値を提供し、ならびに
検査されている個人のバイオメトリック特徴を提供するよう、部分最小二乗、主成分回帰
、および当業者に公知のその他の多変量解析法を使用して分析される。血中アルコールレ
ベルに対する相関は、これらの波長のサブセットを用いて判断される値により生成するこ
とができるが、少なくとも３つのスペクトルピーク値を検査することが好ましく、７つの
スペクトルピークおよびトラフ値が測定される場合には、より正確な結果が得られる。
【００６６】
　その他の実施形態では、非侵襲性光学的測定は、１．５～１．９μｍの範囲内、さらに
具体的には１．６～１．８μｍの範囲内の波長において行われる。具体的実施形態におい
て、光学的測定は、約１．６７μｍ、１．６９μｍ、１．７１μｍ、１．７３μｍ、１．
７４μｍ、１．７６μｍおよび１．７８μｍのうちの１つ以上の波長において行われる。
アルコールの存在は、１．６９μｍ、１．７３μｍ、および１．７６μｍのスペクトルピ
ークによって、ならびに１．６７μｍ、１．７１μｍ、１．７４μｍ、および１．７８μ
ｍのスペクトルトラフによってこれらの波長において特徴付けられる。２．１～２．５μ
ｍの波長帯と同様に、アルコール濃度は、スペクトルピークおよびトラフ値のうち１つ以
上の相対的強度によって特徴付けられる。また、血中アルコールレベルに対する相関は、
１．５～１．９μｍの範囲内のこれらの波長のサブセットを用いて判断される値により生
成することができるが、少なくとも３つのスペクトルピーク値を検査することが好ましく
、７つのスペクトルピークおよびトラフ値が測定される場合には、より正確な結果が得ら
れる。
【００６７】
　ある実施形態において、小型スペクトルアルコール監視装置を、種々のシステムおよび
用途に内蔵してもよい。前記スペクトルアルコール監視装置は、警察の職員に提供するこ
とができるか、または個人による個人的利用のために、電子フォブ、腕時計、携帯電話、
ＰＤＡ、または任意のその他の電子装置などの電子装置の一部として一体化することがで
きるような、専用システムとして構成することが可能である。そのような装置は、ある個
人の血中アルコールレベルが規定された制限内であるかどうかを示すための機構を含むこ
とができる。例えば、前記装置は、赤色および緑色ＬＥＤを含むことができ、前記装置内
の電子機器は、個人の血中アルコールレベルが規定された制限内であれば緑色ＬＥＤを照
らし、そうでなければ赤色ＬＥＤを照らす。一実施形態において、前記アルコール監視装
置は、個人が指先などの組織を前記装置上に便宜的に置くことができるように典型的には
位置付けられ、自動車に搭載することができる。一部の場合には、前記装置は運転の適合
性を示す情報指針として機能することができるのみであるが、その他の場合においては、
個人が規定レベル未満の血中アルコールレベルを有するという肯定的判断にもとづいて、
自動車のエンジン着火が行われるようにしてもよい。
【００６８】
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　（３．接触型バイオメトリックセンサ）
　バイオメトリックセンサは、図１および３に示されるものと同様の方法で構成すること
ができるが、前記皮膚部位はプラテンと接触して置かれるように構成される。そのような
設計には、前記プラテンとの光の相互作用に起因する一定の付加的な特性があり、時とし
て、付加的な情報が集合空間スペクトルデータの一部として組み込まれることを可能とす
る。
【００６９】
　接触型バイオメトリックセンサ６０１の正面図を提供する図６に、一実施形態が示され
ている。図１に図示される前記センサのように、前記接触型センサ６０１は、１つ以上の
照明サブシステム６２１および検出サブシステム６２３を有する。前記照明サブシステム
６２１のそれぞれは、１つ以上の白色光源６０３、および前記光源６０３によって提供さ
れる光を所望の形態に成形する照明光学系を備える。非接触型配置と同様に、前記照明光
学系は、概して、光学素子の任意の組み合わせを含むことができ、時として、スキャナ構
造を含むことができる。場合によっては、前記照明光は、前記照明光が通過する偏光子６
０７を配置することによって偏光として提供される。広帯域および狭帯域源を含む白色光
源６０３の例は上記で説明され、前記光源６０３は、種々の実施形態において種々の形状
を有する光源を提供するよう構成することができる。
【００７０】
　前記照明光は、前記照明光学系６２１によって配向され、プラテン６１７を通過して皮
膚部位１１９を照明する。センサ配置６０１および部品は、前記照明光学系６２１の直接
反射を最小化するために有利に選択することができる。一実施形態において、そのような
直接反射は、直接反射光の量が最小化されるように、前記照明サブシステム６２１および
検出サブシステム６２３を相対的に配向することによって軽減される。例えば、前記照明
サブシステム６２１および前記検出サブシステム６２３の光軸は、前記プラテン６１７上
に設置される鏡が相当量の照明光を前記検出サブシステム６２３内に配向しないような角
度で設置することができる。また、前記照明および検出サブシステム６２１および６２３
の光軸は、両サブシステムの受入れ角度が前記システム６０１の臨界角未満であるように
、前記プラテン６１７に対する角度で設置することができ、そのような構造は、前記プラ
テン６１７と前記皮膚部位１１９との間の全内部反射率により、相当な影響を回避する。
【００７１】
　前記プラテン６１７の存在は、偏光子の使用によって直接反射光を軽減する能力を不利
に妨げない。前記検出サブシステム６２３は、前記照明サブシステム６２１によって備え
られる前記偏光子６０７に対して実質的に直角または平行な光軸を有する偏光子６１１を
含むことができる。前記試料からの光は、実質的に多くの散乱現象を受けて、前記検出器
６１５によって感知される前にその偏光の状態を変えなければならないため、偏光子６１
１および６０７が互いに対して実質的に直角に配向される場合に、前記プラテン６１７と
前記皮膚部位１１９との間の接触面における表面反射は軽減される。前記検出サブシステ
ム６２３は、前記検出器６１５上の前記プラテン表面６１７の付近の領域の画像を形成す
る検出光学系をさらに組み込むことができる。また、一実施形態において、前記検出光学
系６１３は、スキャン構造（図示せず）を備え、前記検出器６１５の上へ前記プラテン領
域部分を順に伝える。特に、ベイヤーフィルタアレイが使用される時などの前記検出器６
１５が赤外光に敏感である実施形態では、赤外線フィルタ６１４が、検出される赤外光の
量を軽減するよう含まれ得る。逆に、上記のように、いくつかの実施形態では、前記赤外
線フィルタ６１４を省略することができ、いくつかの実施形態では、赤外線の発光を備え
る付加的な光源６０３を含むことができる。
【００７２】
　上記のその他の配置のように、前記検出サブシステム６２３は、概して、皮膚の表面を
貫通して、皮膚および／または下層組織内で光散乱を受けた光に敏感となるよう構成され
る。前記偏光子は、時として、表面特徴を生成または強調するために使用することができ
る。例えば、前記照明光が前記プラテン６１７に平行な方向（「Ｐ」）に偏光される場合
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、前記検出サブシステム６２３は、垂直方向（「Ｓ」）に偏光子６１１を組み込んで、反
射光は、一対の偏光子の消光比の分だけ妨害される。しかし、隆起点において前記皮膚部
位を横切った光は、光学的に散乱され、それは偏光を効果的にランダム化する（しかし当
業者には公知のように、皮膚それ自身はいくつかの特徴的な偏光質をもつ）。これにより
、一部、吸収され再発光された光の約５０％を、Ｓ偏光画像化システムによって観察する
ことができる。
【００７３】
　本発明の一実施形態の側面図が、図７Ａに提供される概略図により示されている。明確
にするために、この図は前記検出サブシステムを示さないが、照明サブシステム６２１を
はっきりと示す。この実施形態における前記照明サブシステム６２１は、空間的に分布さ
れている複数の白色光源７０３を有する。図示されるように、前記照明光学系６２１は、
フラッド照明を提供するよう構成されるが、他の実施形態では、円筒光学系、集束光学系
、または当業者には公知のその他の光学部品を組み込むことによって、線、点、またはそ
の他のパターンの照明を提供するよう配置され得る。
【００７４】
　図７Ａ内の白色光源７０３の配列は、実際には、図に示されるように平面的である必要
はない。例えばその他の実施形態では、光学フィルタ、ファイバー束、またはファイバー
光学面板または先細部が、便宜な位置における前記光源から、照明平面へと光を伝え、光
が前記皮膚部位１１９上に再画像化される。前記光源は、ＬＥＤの場合のように、駆動電
流をオンおよびオフにして制御され得る。あるいは、白熱光源が使用される場合、光の電
源を切るステップは、液晶変調器などのある形態の空間光変調器を使用して、または開口
、鏡、またはその他のそのような光学素子を制御する微小電気機械システム（「ＭＥＭＳ
」）技術を使用して、達成することができる。そのような構造は、前記センサの構成が簡
素化されることを可能にすることができる。一実施形態は、光学フィルタおよびＬＥＤな
どの照明源の電子スキャンの使用を示す図７Ｂに図示されている。個々のファイバー７１
６ａは、照明配列７１０に位置するＬＥＤのそれぞれを画像化表面に接続し、その他のフ
ァイバー７１６ｂは、フォトダイオードアレイ、ＣＭＯＳアレイ、またはＣＣＤアレイを
備えることができる画像化装置７１２へと反射光を再び伝える。よって、一組のファイバ
ー７１６ａおよび７１６ｂは、光を伝える際に使用される光学フィルタ束７１４を画定す
る。
【００７５】
　接触型バイオメトリックセンサの別の実施形態は、図８の正面図により概略的に示され
ている。この実施形態では、バイオメトリックセンサ８０１は、１つ以上の白色光照明サ
ブシステム８２３および検出サブシステム８２５を備える。前記照明サブシステム８２３
は、照明光学系８０５を通過する光を提供する白色光源８０３、およびその上方に皮膚部
位１１９が配置されるプラテン８１７に配向される偏光子８０７を備える。光の一部は、
前記皮膚部位１１９から、画像光学系８１５および８１９、交差偏光子８１１、および分
散光学素子８１３を備える検出サブシステム８２５内へと拡散的に反射される。前記第一
の画像光学系８１９は、前記交差偏光子８１１および分散素子８１３を介する透過に対し
て、前記皮膚部位１１９から反射される光を平行にする働きをする。分離されたスペクト
ル成分は、前記第二の画像光学系８１５によって前記検出器８１７上へ別々に集束される
。
【００７６】
　また、図６～８に図示されるような接触型バイオメトリックセンサは、前記照明領域が
前記皮膚部位と相対運動状態にある構成の影響も受けやすい。先述のように、そのような
相対運動は、前記照明光をスキャンするための機構により、および／または前記皮膚部位
を動かすことによって、実装され得る。接触型センサの実施形態におけるプラテンの存在
は、概して、前記皮膚部位の表面を画定された平面に制限することによって、前記皮膚部
位の運動を容易にし、運動の自由が三次元で許容される実施形態では、付加的な困難は画
像化深さ方向の外側への前記皮膚部位の動きに起因する場合がある。したがって、カード
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読取型センサは、上記で図４と関連して概して説明されるような方法で接触型バイオメト
リックセンサにより実施することができるが、一方向の前記皮膚部位の運動を妨げるプラ
テンを備える。いくつかの実施形態では、前記カード型読取センサは、固定システムとす
ることができるが、接触型構造は、前記皮膚部位が白色光を通すローラー構造上を転動さ
れる、ローラーシステムが実装されることを可能にする。当業者によって理解されるよう
に、符号化器は、位置情報を記録し、結果として生じる一連の画像片から完全二次元画像
を合成するのに役立ち得る。前記皮膚部位の別個の部分から受光される光は、画像を構築
するために使用される。
【００７７】
　非接触型および接触型バイオメトリックセンサの上記の説明は、白色光が使用される実
施形態に焦点を当てているが、その他の実施形態は、同様の構造配置で光のその他のスペ
クトルの組み合わせを利用することができる。さらに、その他の実施形態は、光学条件の
付加的な変化を含み、多重スペクトル条件を提供することができる。そのような多重スペ
クトル応用のいくつかの説明は、同一出願人による、ＲｏｂｅｒｔＫ．Ｒｏｗｅらにより
２００４年４月５日に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　
ＳＥＮＳＯＲ」と題された米国特許出願第１０／８１８，６９８号、ＲｏｂｅｒｔＫ．Ｒ
ｏｗｅにより２００５年７月８日に出願された「ＬＩＶＥＮＥＳＳ　ＳＥＮＳＯＲ」と題
された米国特許第１１／１７７，８１７号、ＲｏｂｅｒｔＫ．ＲｏｗｅおよびＳｔｅｐｈ
ｅｎＰ．Ｃｏｒｃｏｒａｎにより２００４年６月１日に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣ
ＴＲＡＬ　ＦＩＮＧＥＲ　ＲＥＣＯＧＮＩＴＩＯＮ」と題された米国仮特許第６０／５７
６，３６４号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅにより２００４年８月１１日に出願された「
ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ」と題された米国仮
特許出願第６０／６００，８６７号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅにより２００５年４月
２５日に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＢＩＯＭＥＴＲＩ
ＣＳ」と題された米国特許第１１／１１５，１００号、２００５年４月２５日に出願され
た「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＩＭＡＧＩＮＧ」と題された米
国特許出願第１１／１１５，１０１号、２００５年４月２５日に出願された「ＭＵＬＴＩ
ＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＬＩＶＥＮＥＳＳ　ＤＥＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮ」と題された米国特
許第１１／１１５，０７５号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅらにより２００５年３月４日
に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＦＩＮＧ
ＥＲ　ＦＯＲ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣＳ」と題された米国仮特許出願第６０／６５９，０２
４号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．Ｒｏｗｅにより２００５年４月２７日に出願された「ＭＵＬＴ
ＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＥＮＳＯＲＳ」と題された米国仮特許出願
第６０／６７５，７７６号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．　Ｒｏｗｅにより２００６年４月２４日
に出願された「ＭＵＬＴＩＳＰＥＣＴＲＡＬ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＳＥＮＳＯＲＳ」と
題された米国特許出願第１１／３７９，９４５号に提供されている。先行出願のそれぞれ
の全開示は、すべての目的で参照することにより本願に組み込まれる。
【００７８】
　ある実施形態において上記の前記非接触型および接触型バイオメトリックセンサは、白
色光画像化を使用する。白色光の使用により、画像を複数色で同時に収集することができ
、データ収集の全体的な速度は別個の状態が別々に収集される実施形態よりも速い。この
データ収集時間の短縮は、前記皮膚部位がデータ収集中に動くと、動きアーチファクトの
低下を引き起こす。種々の色に対する別個の照明源の使用と比べてより少ない数の光源を
使用することによって、全体的なセンサのサイズも減少し、より低いコストで提供するこ
とができる。相当する軽減は、光源の協調的操作を支援するために使用される電子機器に
おいても可能である。また、現在カラー画像装置は、典型的には、単色画像装置よりも低
い価格で入手可能である。
【００７９】
　また、白色光画像化の使用は、所望の解像度を達成するために、前記センサが全ピクセ
ルを使用するよう設計されている場合にデータ量の軽減を可能にする。例えば、典型的な
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設計基準は、１インチにつき５００ドットの解像度の１インチフィールドを提供すること
ができる。これは、５００×５００ピクセルを有する単色カメラにより達成することがで
きる。また、各色平面を別々に抽出する時に、１０００×１０００カラーカメラにより達
成することもできる。同解像度は、５００×５００カラー画像装置を使用して｛Ｒ、Ｇ、
Ｂ｝三重項に変換し、その後画像の単色部分を抽出することによって、達成することがで
きる。これは、三原色に変換することによってカラー画像装置を使用し、その後に画像の
単色部分の抽出を行う、より一般的な手順の具体例である。そのような手順により、概し
て、所望の解像度はその他の抽出技術よりも効率的に達成することができる。
【００８０】
　（４．一体型多重スペクトル／ＴＩＲセンサ）
　いくつかの実施形態では、前記センサによって有効になる前記多重スペクトル画像化は
、従来のＴＩＲ画像化システムと一体化することができる。そのような一体化の１つの例
示は、多重スペクトル分析機能と一体化された明視野指紋センサを示す図１０に提供され
ている。前記センサは、光源９５３、プラテン９６１、および画像化システム９５５を備
える。前記画像化システム９６５は、レンズ、鏡、光学フィルタ、デジタル画像アレイ、
およびその他のそのような光学素子（図示せず）を備えることができる。前記画像化シス
テム９５５の光軸は、表面９６１ａに対する臨界角よりも大きい角度にある。光源９５３
からの光は、前記プラテン９６１の中を通り、前記プラテン表面９６１ａを広範に照明す
る拡散反射コーティング９６３に当たる。指９６９がない場合、光は表面９６１ａにおい
てＴＩＲを受けて、一部は収集されて画像化システム９５５により均一に明るいＴＩＲ画
像を形成する。適切な屈折率の皮膚が前記プラテン表面９６１ａと光学的に接触している
と、接触点は結果として生じる画像上に比較的に暗い領域を形成する。異なる光源９５３
の位置および／または画像システム９５５を使用したそのような構成の変形は、暗視野Ｔ
ＩＲ画像を達成することができる。例えば、前記プラテン９６１が光源９５７により照明
され、画像化システム９５５によって画像化される場合、接触点が比較的明るい暗視野画
像が作り出される。いくつかの暗視野の実施形態では、コーティング９６３は、光学吸収
体を備えることができる。
【００８１】
　第二の画像化システム９５９は、切子面９６１ｂを通して指９６９を見上げる。画像化
システム９５９は、切子面９６１ａに対する臨界角よりも小さい光軸を有する。いくつか
の実施形態では、画像化システム９５９は、切子面９６１ａに略垂直に配向される。この
画像化システムは、レンズ、鏡、光学フィルタ、およびデジタル画像アレイ（図示せず）
を備えることができる。このように、光源９５３が照明されると、ＴＩＲ画像は、カメラ
９５５によってとらえることができる一方で、直接画像は、カメラ９５９によってとらえ
ることができる。ＴＩＲ画像が、水、汚れ、接触の不足、乾燥した皮膚などによって悪影
響を受ける場合でも、カメラ９５９によってとらえられる画像は、比較的影響を受けてお
らず、概して、指紋の紋様を含む有用なバイオメトリック特徴を含む。
【００８２】
　画像化システム９５９は、直線偏光子または楕円（例えば円形）偏光子とすることがで
きる光学的偏光子（図示せず）をさらに組み込むことができる。同様に、その他の光源９
５７を前記システムに加えてもよい。前記光源９５７は、石英タングステンハロゲンラン
プ、または当技術分野で一般的に知られているその他の白熱光源でもよい。前記光源９５
７は、白色光ＬＥＤ、または当技術分野で公知のその他の広帯域源でもよい。前記光源は
、半導体ＬＥＤ、有機ＬＥＤ、レーザーダイオード、または当技術分野で公知のその他の
種類のレーザーまたは単純色源などの単純色源でもよい。前記光源９５７は、レンズ、鏡
、光学拡散器、光学フィルタ、およびその他のそのような光学素子をさらに備えることが
できる。
【００８３】
　光源９５７は、実質的に同一でもよく、または種々の照明波長、角度、および／または
偏光条件を提供することもできる。後者の場合、前記光源９５７ａの１つは、前記画像化
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システム９５９に組み込まれる前記偏光子に対して実質的に直角に配向されている光学偏
光子（図示せず）を有することができる。そのような光学配列は、表面下にある皮膚の特
徴を強調する傾向がある。光源９５７ｂの１つは、画像化システム９５９において使用さ
れる前記偏光子と実質的に平行である偏光子を組み込むことができ、皮膚の表面特徴を強
調する傾向がある。あるいは、前記光源９５７ｂの１つは、前記偏光子を省略してもよく
、ランダム偏光を作り出す。そのようなランダム偏光は、前記画像化システム９５９内の
前記偏光子と平行および垂直である偏光の組み合わせとして説明することができ、２つの
偏光条件からの特徴を組み合わせる画像を作り出す。前記光源９５７は、同一の波長また
は種々の波長（偏光子がある、またはない）でもよい。光源９５７の数および配置は、形
状因子の制約、照明レベルの制約、およびその他の製品要件を調整するよう種々の実施形
態に対して異なってもよい。
【００８４】
　一実施形態において、光源９５７は、表面９６１ａに対する臨界角よりも小さい角度で
配向される。好適な実施形態において、光源は、前記光源の直接反射が画像化システム９
５９または９５５によって見られないような角度および位置に位置することができる。ま
た、そのような直接反射は、交差偏光子構成の使用を通して大いに軽減することも可能で
あるが、前記光源が視野内にある場合、概して、いくつかの画像アーチファクトが依然と
して存在する。さらに、平行偏光および非偏光構成は、そのような後方反射の影響を非常
に受けやすい。
【００８５】
　そのようなシステムに偽装を行う試みは、概して、（１）指またはその他の組織を覆う
薄い透明膜の使用、（２）指またはその他の組織を覆う薄い散乱膜の使用、および（３）
指またはその他の組織を覆う厚い試料の使用、という３つの異なる部類にしたがって特徴
付けることができる。本発明の実施形態は、第二および第三の例において、つまり偽装が
厚い膜または薄い散乱膜を備える場合に、より実用性がある。偽装が薄い透明膜を備える
、つまり実質的に非吸収および非散乱である場合、異なる指紋の紋様のトポロジーを組み
込む試みは、従来の紋様とＴＩＲの紋様とを比較することによって検出することができ、
そのような比較を行う方法のより詳細な説明は、米国特許出願第１１／０１５，７３２号
に提供され、参照することにより本願に組み込まれている。
【００８６】
　また、薄い散乱膜、つまり相当量の光散乱のある実質的に非吸収である膜を使用する偽
装も、従来のセンサを欺く試みにおいて、異なる指紋の紋様のトポロジーを組み込むこと
ができる。本願で説明されるスペクトル画像化により、本物の指紋の画像が曖昧である場
合でも、下層組織の特性を画像化することができる。逆に、厚い試料は、検出された光が
仮にあったとしても、隣接組織内に有意に貫通しないことを確実にする、試料の散乱特性
および吸光特性の組み合わせを提供する。従来のセンサを欺くよう異なる指紋の紋様のト
ポロジーを組み込む試みは、厚い試料のスペクトルおよびその他の光学特性を評価し、そ
れらを本物の組織と比較することによって、本発明の実施形態にしたがって検出すること
ができる。
【００８７】
　（５．質感バイオメトリックセンサ）
　本発明の実施形態において提供される接触型バイオメトリックセンサの別の形態は、質
感バイオメトリックセンサである。「画像質感」は、一般的に、画像の色調特性（ｔｏｎ
ａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ）の空間分布のある側面を説明する多数の数的指
標のいずれかをいい、そのいくつかは上記で説明した。例えば、指紋の紋様または木目な
どに一般的に見られるようないくつかの質感は流様であり、方向性およびコヒーレンスな
どの数的指標によって十分表すことができる。空間的規則性（少なくとも局所的に）を有
する質感については、エネルギーの稠密さ、卓越周波数および方向など、フーリエ変換お
よび関連パワースペクトルの一定の特徴が重要である。平均、分散、非対称、および尖度
などの一定の統計学的モーメントを使用して質感を表すことができる。尺度、回転、およ
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びその他の摂動の変化に対して不変である種々のモーメントの組み合わせである、モーメ
ント不変量を使用することができる。濃淡色調（ｇｒａｙ－ｔｏｎｅ）空間依存性マトリ
クスを生成および分析して画像質感を表すことができる。画像領域上のエントロピーは、
画像質感度（ｍｅａｓｕｒｅ　ｏｆ　ｉｍａｇｅ　ｔｅｘｔｕｒｅ）として計算すること
ができる。種々の種類のウェーブレット変換を使用して画像質感の側面を表すことができ
る。可変ピラミッド（Ｓｔｅｅｒａｂｌｅ　ｐｙｒａｍｉｄｓ）、ガボールフィルタ、お
よび空間的に有界な基底関数（ｓｐａｔｉａｌｌｙ　ｂｏｕｎｄｅｄ　ｂａｓｉｓ　ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎ）を使用するその他の機構を使用して、画像質感を表すことができる。本発
明の実施形態では、当業者に公知であるこれらの、およびその他のそのような質感度を個
別に、または組み合わせて使用することができる。
【００８８】
　よって、画像質感は、バイオメトリック機能を実施する本発明の実施形態で使用するこ
とができる、画像にわたるピクセル強度の変化によって明示することができる。いくつか
の実施形態では、そのような質感分析が多重スペクトルデータセットから抽出される異な
るスペクトル画像について行われると、付加的な情報を抽出することができ、前記皮膚部
位の色質感描写を作り出す。これらの実施形態は、皮膚部位の画像の一部をとらえること
によって、バイオメトリック機能が実施されることを有利に可能にする。前記皮膚部位の
質感特性は、前記皮膚部位にわたってほぼ一貫していることが予期され、画像部位の種々
の部分で行われる測定によりバイオメトリック機能を実施できるようにする。多くの場合
、種々の測定で使用される前記皮膚部位の部分が互いに重なることは要求されることさえ
ない。
【００８９】
　前記皮膚部位の種々の部分を使用するこの能力は、使用することができる構造設計にお
ける相当の柔軟性を提供する。これは、決定論的な空間パターンに対する適合を必要とす
る代わりに、バイオメトリック適合を統計学的に行うことができるという事実の結果でも
ある。センサは、指定の空間領域にわたって画像を取得する必要がないため、コンパクト
な方法で構成することができる。小型センサを提供する能力により、完全な空間的情報を
収集してバイオメトリック機能を実施する必要があるセンサよりも、経済的に前記センサ
を作ることもできる。異なる実施形態において、バイオメトリック機能は純粋な空間的情
報により実施することができる一方で、その他の実施形態では、空間スペクトルデータが
使用される。
【００９０】
　質感バイオメトリックセンサ用の構成の一例は、図１０Ａに概略的に示されている。前
記センサ１０００は、複数の光源１００４および画像装置１００８を備える。いくつかの
実施形態では、前記光源１００４は、白色光源を備えるが、その他の実施形態では、前記
光源は、準単色光源を備える。同様に、前記画像装置１００８は、単色またはカラー画像
装置を備えることができ、その一例はベイヤーパターンを有する画像装置である。画像は
、測定されている前記皮膚部位１１９の平面において実質的に収集されるため、前記セン
サ１０００は、本願では「接触型」センサと呼ばれる。しかし、前記センサを操作するた
めの種々の構造を有することが可能であり、前記画像装置１００８が前記皮膚部位１１９
と実質的に接触しているものや、前記画像装置１００８が前記皮膚部位１１９の平面から
離れているものがある。
【００９１】
　これは、図１０Ｂおよび１０Ｃにおける２つの例示的実施形態について示されている。
図１０Ｂの実施形態では、前記画像装置１００８は、実質的に前記皮膚部位１１９と接触
している。前記光源１００４からの光は、前記皮膚部位１１９の組織の下を伝播し、前記
皮膚部位１１９から、および下層組織内で散乱される光が前記画像装置１００８によって
検出できるようにする。前記画像装置１００８が、前記皮膚部位１１９から離れている他
の実施形態は、図１０Ｃに概略的に示されている。この図面では、前記センサ１０００’
は、前記皮膚部位１１９の平面における画像を前記画像装置へ平行移動する光学配置１０
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１２を含み、実質的な強度の損失なしに、ファイバーに沿った全内部反射率によって画像
の個々のピクセルを平行移動する複数の光学フィルタを備え得る。このように、前記画像
装置１００８によって検出される光のパターンは、前記皮膚部位１１９の平面において形
成される光のパターンと実質的に同一である。よって、前記センサ１０００’は、図１０
Ｂに示される前記センサ１０００と実質的に同じ様式で動作する。つまり、光源１００４
からの光は、前記皮膚部位へ伝播され、そこで前記皮膚部位１１９を貫通した後に、下層
組織によって反射および散乱される。情報は、実質的に損失なしで平行移動されるのみで
あるため、そのような実施形態において前記画像装置１００８によって形成される画像は
、図１０Ａのような配置で形成される画像と実質的に同一である。
【００９２】
　純粋な空間的情報を使用してバイオメトリック機能を実施する実施形態では、受け取ら
れたデータ内のスペクトル特性が認識され、スペクトルの登録データベースと比較される
。特定個人の結果として生じる組織スペクトルは、独自のスペクトル特徴、および装置が
関連スペクトル特徴を抽出するよう調整されると、個人を識別するために使用することが
できるスペクトル特徴の組み合わせを含む。関連スペクトル特徴の抽出は、判別分析技術
を含む多数の種々の技術により行うことができる。スペクトル出力の視覚分析において容
易に明白ではないが、そのような分析技術は、バイオメトリック機能を実施するよう判別
することができる独自の特徴を反復可能に抽出することが可能である。具体的な技術の例
は、同一出願人による、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＢＩＯＭ
ＥＴＲＩＣ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＶＥＲＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ
　ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬＳ　ＵＳＩＮＧ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ」
と題された米国特許第６，５６０，３５２号、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ
Ｓ　ＦＯＲ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＩＮＤＩＶＩ
ＤＵＡＬＳ　ＵＳＩＮＧ　ＬＩＮＥＡＲ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ」
と題された米国特許第６，８１６，６０５号、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨ
ＯＤ　ＦＯＲ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬＳ　ＢＹ　
ＮＥＡＲ－ＩＮＦＲＡＲＥＤ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ」と題された米国特許第６，６
２８，８０９号、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋ．　Ｒｏｗｅらにより２００３年９月１２日に出願さ
れた「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩ
ＯＮ　ＯＦ　ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬＳ　ＢＹ　ＮＥＡＲ－ＩＮＦＲＡＲＥＤ　ＳＰＥＣＴ
ＲＯＳＣＯＰＹ」と題された米国特許出願第１０／６６０，８８４号、およびＲｏｂｅｒ
ｔ　Ｋ．　Ｒｏｗｅらにより２００１年６月５日に出願された「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　Ａ
ＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＢＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＤＥＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＵＳＩ
ＮＧ　ＳＰＥＣＩＡＬＩＺＥＤ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＰＹ　ＳＹＳＴ
ＥＭ」と題された米国特許第０９／８７４，７４０号に開示されている。先行特許および
特許出願のそれぞれの全開示は、その全体において参照することにより本願に組み込まれ
る。
【００９３】
　バイオメトリック識別を含む画像質感情報によりバイオメトリック機能を実施する能力
は、生体からの信号の相当部分が毛細管血によるものであるという事実を利用することが
できる。例えば、前記皮膚部位１１９が指を備える場合、既知の生理的特性として、指の
毛細血管は外部の指紋隆起構造のパターンに従う。したがって、照明波長に対する指紋の
特徴のコントラストは、血液のスペクトル特徴に関連する。特に、約５８０ｎｍより長い
波長で撮影される画像のコントラストは、約５８０ｎｍ未満の波長で撮影される画像と比
べて有意に低減される。非血液色素およびフレネル反射率などのその他の光学効果により
生成される指紋の紋様には、異なるスペクトルコントラストがある。
【００９４】
　種々の実施形態において、皮膚部位１１９から散乱される光は、様々な種々の種類の比
較質感分析を受けることができる。いくつかの実施形態は、収集された光から抽出される
画像データの移動窓法分析の形態を利用して性能指数を生成し、それによって質感度また
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は性能指数を評価する。いくつかの実施形態では、移動窓操作は、ブロック毎の分析また
はタイル状分析と置き換えることができる。いくつかの実施形態では、画像の単一領域ま
たは画像全体域を、一度に分析することができる。
【００９５】
　一実施形態において、高速フーリエ変換は、画像データの１つ以上の領域について行わ
れる。帯域内コントラスト性能指数Ｃは、平均またはＤＣパワー対帯域内パワーの比率と
して、そのような実施形態において生成される。具体的には、白色光によって備えられる
複数の波長の１つに対応する指数ｉについて、コントラスト性能指数は、
【００９６】
【数４】

である。
この式では、Ｆｉ（ξ，η）は、指数ｉに対応する波長における画像ｆｉ（ｘ，ｙ）のフ
ーリエ変換であり、ｘおよびｙは画像に対する空間的座標である。ＲｌｏｗおよびＲｈｉ

ｇｈによって画定される値域は、指紋特徴の対象の空間周波数の限定を表す。例えば、一
実施形態において、Ｒｌｏｗは、約１．５縞／ｍｍとすることができ、Ｒｈｉｇｈは、３
．０縞／ｍｍとすることができる。代替的な式では、コントラスト性能指数は、２つの異
なる空間周波数帯域における積分パワーの比率として定義することができる。上記に示さ
れる方程式は、帯域の１つがＤＣ空間周波数のみを備える特定の場合である。
【００９７】
　別の実施形態では、移動窓平均値および移動窓標準偏差が、収集された多数のデータに
ついて計算され、性能指数を生成するために使用される。この実施形態では、指数ｉに対
応する各波長について、前記移動窓平均値μＩおよび前記移動窓標準偏差σＩは、収集さ
れた画像ｆｉ（ｘ，ｙ）から計算される。各計算に対する移動窓は、同一サイズでもよく
、指紋隆起の約２乃至３倍に及ぶよう便宜的に選んでもよい。好ましくは、窓のサイズは
指紋特徴を切り出すには十分大きいが、背景変動を維持するには十分小さい。この実施形
態における性能指数Ｃｉは、前記移動窓標準偏差対前記移動窓平均値の比率として計算さ
れる。
【００９８】
【数５】

　なお、別の実施形態では、同様のプロセスが行われるが、移動窓範囲（つまり最大値（
画像値）－最小値（画像値））が移動窓標準偏差の代わりに使用される。よって、前の実
施形態と同様に、指数ｉに対応する各波長について、前記移動窓平均値μＩおよび前記移
動窓標準偏差σＩは、収集された画像ｆｉ（ｘ，ｙ）から計算される。前記移動窓平均値
の計算に対する窓のサイズは再び、好ましくは、指紋特徴を切り出すには十分大きいが、
背景変動を維持するには十分小さい。場合によっては、前記移動窓平均値の計算に対する
窓のサイズは、前記移動窓範囲の計算に対するものと同じであり、一実施形態における適
切な値は指紋隆起の約２乃至３倍に及ぶ。この実施形態における性能指数は、前記移動窓
平均値の比率として計算される。
【００９９】

【数６】

　この実施形態および先行のものは、移動窓計算が収集されたデータについて行われ、移



(31) JP 2009-511094 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

動窓中心度および移動窓変動度を計算するより一般的な実施形態の特定の場合であると考
えることができる。特定の実施形態は、中心度が非加重平均値を備えるが、さらに一般的
に、ある実施形態において、加重平均値または中央値などの任意のその他の種類の統計的
中心度を備えることができる場合を例示する。同様に、特定の実施形態は、変動度が標準
偏差または範囲を備えるが、さらに一般的に、ある実施形態において中央値絶対偏差（ｍ
ｅｄｉａｎ　ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ）または平均値の標準誤差などの任
意のその他の種類の統計的変動度を備えることができる場合を例示する。
【０１００】
　明確な移動窓法分析を使用しない別の実施形態では、ウェーブレット分析をスペクトル
画像のそれぞれについて行うことができる。いくつかの実施形態では、ウェーブレット分
析は、結果として生じる係数はほぼ空間的に不変である方法で行うことができる。これは
、非間引き型（ｕｎｄｅｃｉｍａｔｅｄ）ウェーブレット分解を行い、二重ツリー複素ウ
ェーブレット方法（ｄｕａｌ－ｔｒｅｅ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｗａｖｅｌｅｔ　ｍｅｔｈｏ
ｄ）、またはそのような他の方法を適用することによって達成することができる。ガボー
ルフィルタ、可変ピラミッド、およびそのようなその他の分解も適用して、同様の係数を
生じることができる。いずれの分解方法が選択されるとしても、結果は、画像の特定位置
における特定の基底関数に対応する変動の大きさに比例する係数の集合である。偽装検出
を行うためには、ウェーブレット係数または係数から導かれた集計を、本物の試料に対し
て予期される係数と比較することができる。比較によって、その結果が十分な近似を示す
場合、前記試料は本物とみなされる。そうでなければ、前記試料は偽装であると判断され
る。同様の方法で、現在測定された一組の係数を、同一とされる人物から以前に記録され
た一組と比較することによって、前記係数バイオメトリック照合に使用することもできる
。
【０１０１】
　（６．例示的用途）
　種々の実施形態において、バイオメトリックセンサ（非接触型、接触型のいずれであっ
ても）、または上記の種類の任意の質感センサは、バイオメトリック機能性を実施するよ
う計算システムによって操作することができる。図１１は、別々の、またはより一体化し
た方法で、個々のシステム要素をどのように実施することができるかを大まかに図示する
。計算装置１１００は、前記バイオメトリックセンサ１１５６とも結合されるバス１１２
６を介して、電気的に結合するハードウェア素子から成り立つように示されている。前記
ハードウェア素子は、プロセッサ１１０２、入力装置１１０４、出力装置１１０６、スト
レージ装置１１０８、コンピュータ可読ストレージ媒体読取装置１１１０ａ、通信システ
ム１１１４、ＤＳＰまたは特殊用途プロセッサなどの処理加速装置１１１６、および記憶
装置１１１８を含む。前記コンピュータ可読ストレージ媒体読取装置１１１０ａは、コン
ピュータ可読ストレージ媒体１１１０ｂとさらに接続され、その組み合わせは、リモート
、ローカル、固定、および／またはリムーバブルストレージ装置に加えて、コンピュータ
可読情報を一時的および／またはより永久的に含むためのストレージ媒体を包括的に表す
。前記通信システム１１１４は、有線、無線、モデム、および／またはその他の種類のイ
ンターフェース接続を備えることができ、データを外部装置と交換可能にする。
【０１０２】
　また、前記計算装置１１００は、オペレーティングシステム１１２４および本発明の方
法を実施するよう設計されるプログラムなどのその他のコード１１２２を含む、作業記憶
装置１１２０内に現在位置するように示されている、ソフトウェア素子を備える。当業者
にとっては、具体的な要件に従って相当の変更を加えてもよいことは明白であろう。例え
ば、カスタマイズしたハードウェアも使用される場合があり、および／または特定の要素
がハードウェア、ソフトウェア（アプレットなどの可搬性ソフトウェアを含む）または両
方において実装される場合がある。さらに、ネットワーク入力／出力装置などのその他の
コンピュータ装置への接続を採用してもよい。
【０１０３】
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　本発明の実施形態の一例として、多重スペクトル条件は、照明光の複数の種々の波長を
備えることができる。質感度は、画像の一定の空間周波数に対して生成される画像コント
ラスト度である。「画像コントラスト」は、本願では、画像のある領域にわたる平均色調
値に対する色調変動度をいう。本願で説明されるものと同様の方法によって可視光線を使
用して画像化される生体である、被覆されていないヒトの指の場合、指紋信号のかなりの
部分は、毛細管血によるものである。これはある程度、指の毛細血管は外部の指紋隆起構
造のパターンに従うという既知の生理学的特性による。したがって、照明波長に対する指
紋の特徴のコントラストは、血液のスペクトル特徴に関連することが予期できる。特に、
約５８０ｎｍより長い波長で撮影される画像のコントラストは、約５８０ｎｍ未満の波長
で撮影される画像と比べて有意に低減される。非血液色素およびフレネル反射率などのそ
の他の光学効果により生成される指紋の紋様には、異なるスペクトルコントラストがある
。
【０１０４】
　約４２５ｎｍから約７００ｎｍの波長帯にわたる酸素を豊富に含んだ血液のこのような
吸光度スペクトルは、図１２に示される。例示的実施形態では、この場合４４５ｎｍ、５
００ｎｍ、５７４ｎｍ、６１０ｎｍ、および６６０ｎｍという５つの異なる波長を使用し
て多重スペクトル条件を規定するが、本発明は、どんな特定波長の使用または使用される
多重スペクトル条件の数にも限定されない。これらの波長のそれぞれは、図１２のスペク
トルにおいて識別される。図から分かるように、血液の吸光値は、４４５ｎｍおよび５７
４ｎｍの例示的波長に対し最大となり、５００ｎｍに対しより小さく、６１０ｎｍおよび
６６０ｎｍに対し非常に小さくなる。したがって、４４５ｎｍおよび５７４ｎｍの照明波
長下で撮影される本物の指の画像は、比較的高いコントラストを提供することが予期でき
、６１０ｎｍおよび６６０ｎｍの波長で撮影される画像は、比較的低いコントラストを提
供し、５００ｎｍで撮影される画像は中間のコントラストを有する。また、メラニンなど
のその他の吸収体からの影響、波長ごとの散乱の変化、および種々の色収差も、コントラ
スト度および／またはその他の質感度に影響するが、これらの影響は小さいか、またはそ
の他の見込まれる偽装物質または方法に対する生きているヒトの指の特性でもあるかのい
ずれかである。
【０１０５】
　種々の実施形態が、１３名において収集された２０の正常な指の画像を使用し、かつ薄
いシリコーン偽装により収集された１０の偽装画像を使用したデータセットについて検査
している。収集できる画像の例は、図１３に示され、その図面部分（ａ）～（ｄ）は、本
物の指である結果を示し、部分（ｅ）～（ｈ）は、偽装の結果を示す。画像のそれぞれに
ついて識別される「平面」は、異なる波長に対応し、つまり平面１は４４５ｎｍ、平面２
は５００ｎｍ、平面３は５７４ｎｍ、平面４は６１０ｎｍ、および平面５は６６０ｎｍで
ある。平面６は、図１Ｂを参照して理解することが可能である。平面６は、ＴＩＲ照明１
５３を使用して収集されるが、画像化システム１５９によって画像化される画像に対応す
る。この実験で使用されたＴＩＲ照明の波長は、約６４０ｎｍであった。よって、画像の
比較は、本物の指と偽装の対、つまり部分（ａ）と（ｅ）との間で行うことができ、両方
とも平面［３　２　１］の結果を示し、その場合［３　２　１］という表記は、平面３が
カラー図形内の赤の値に位置付けられ、平面２が緑の値に位置付けられ、平面１が青の値
に位置付けられていることを意味する。同様に、比較は、両方とも平面［５　４　５］の
結果を示す部分（ｂ）と（ｆ）、両方とも平面［５　３　１］の結果を示す部分（ｃ）と
（ｇ）、両方ともＴＩＲ照明結果を示す部分（ｄ）と（ｈ）との間で、行うことができる
。部分（ａ）および（ｅ）の［３　２　１］画像は、青色および緑色照明により撮影され
、本物の組織および偽装の両方について、指紋隆起は比較的高いコントラストであること
を示す。これは、赤色照明下で撮影され、本物の指の指紋隆起については比較的低いコン
トラストだが、偽装の指紋については比較的高いコントラストを示す、部分（ｂ）および
（ｆ）の［５　４　５］画像の結果とは反対である。
【０１０６】
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　そのような差を利用することは、図１４のフロー図により要約される本発明の方法によ
り達成される。１つ以上の質感度は、各光学条件に対して開発され、結果として生じる一
組の質感度は、本物の試料からの予測値と比較される。ブロック１４０４において、バイ
オメトリック機能を有効にするよう提示される組織試料であると推定される試料は、種々
の光学条件下で照明される。前記種々の光学条件の例は、ブロック１４２４において示さ
れるような種々の波長、ブロック１４２８において示されるような種々の偏光条件、ブロ
ック１４３２において示されるような種々の光の相互作用角度などの要因を含むことがで
きる。前記試料から散乱される光は、ブロック１４０８で収集され、比較質感分析で使用
される。種々の実施形態は、収集された光から抽出される多重スペクトル画像スタックの
異なる形態の移動窓法分析を利用してブロック１４１２における性能指数を生成し、それ
によって質感度または性能指数を評価する。いくつかの実施形態では、前記移動窓操作１
４１２は、ブロック毎の分析またはタイル状分析と置き換えることができる。いくつかの
実施形態では、画像の単一領域または画像全体が、一度に分析され得る。前記図面は、種
々の実施形態において使用することができるコントラスト性能指数の３つの例を示すが、
この開示を読んだ後に当業者にとっては明白となるように、その他のコントラスト性能指
数ならびにその他の質感度を他の実施形態において使用することができるので、この特定
の識別は制限することを目的としない。
【０１０７】
　一実施形態において、高速フーリエ変換は、ブロック１４３６において示されるように
、多重スペクトル画像スタックについて行われる。帯域内コントラスト性能指数Ｃは、平
均またはＤＣパワー対帯域内パワーの比率のような実施形態において生成される。具体的
には、光学条件iについて、コントラスト性能指数は、
【０１０８】
【数７】

である。
この式では、Ｆｉ（ξ，η）は、照明条件ｉ下で撮影される画像ｆｉ（ｘ，ｙ）のフーリ
エ変換であり、ｘおよびｙは、画像に対する空間的座標である。ＲｌｏｗおよびＲｈｉｇ

ｈによって定義される範囲は、指紋特徴の対象の空間周波数の限定を表す。例えば、一実
施形態において、Ｒｌｏｗは、約１．５縞／ｍｍとすることができ、Ｒｈｉｇｈは、３．
０縞／ｍｍとすることができる。多重スペクトル条件が異なる照明波長によって全体的に
画定される実施形態では、各状態ｉはそのような照明波長λの１つを表す。代替的な式で
は、コントラスト性能指数は、２つの異なる空間周波数帯域における積分パワーの比率と
して定義することができる。上記に示される方程式は、帯域の１つがＤＣ空間周波数のみ
を備える具体的な場合である。
【０１０９】
　別の実施形態では、ブロック１４４０において示されるように、移動窓平均値および移
動窓標準偏差は、多重スペクトルスタックについて計算され、性能指数を生成するために
使用される。この実施形態では、各光学条件ｉについて、前記移動窓平均値μＩおよび前
記移動窓標準偏差σＩは、収集された画像ｆｉ（ｘ，ｙ）から計算される。各計算に対す
る移動窓は、同じサイズでもよく、指紋隆起の約２乃至３倍に及ぶよう便宜的に選択して
もよい。好ましくは、窓のサイズは、指紋特徴を切り出すには十分大きいが、背景変動を
維持させるには十分小さい。この実施形態における性能指数Ｃｉは、前記移動窓標準偏差
対前記移動窓平均値の比率として計算される。
【０１１０】
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【数８】

　なお、別の実施形態では、同様のプロセスが行われるが、移動窓範囲（つまり最大値（
画像値）－最小値（画像値））が移動窓標準偏差の代わりに使用される。これは、一般的
に、ブロック１４４４において示される。よって、前の実施形態と同様に、各光学条件ｉ
について、前記移動窓平均値μＩおよび前記移動窓範囲δＩは、収集された画像ｆｉ（ｘ
，ｙ）から計算される。前記移動窓平均値の計算に対する窓のサイズは再び、好ましくは
、指紋特徴を切り出すのに十分大きいが、背景変動を維持するには十分小さい。場合によ
っては、前記移動窓平均値の計算に対する窓のサイズは、前記移動窓範囲の計算に対する
ものと同じであり、一実施形態における適切な値は、指紋隆起の約２乃至３倍に及ぶ。こ
の実施形態における性能指数は、前記移動窓平均値の比率として計算される。
【０１１１】

【数９】

　この実施形態および先のものは、移動窓計算が多重スペクトルスタックについて行われ
、移動窓中心度および移動窓変動度を計算する、より一般的な実施形態の特定の場合であ
ると考えることができる。前記具体的実施形態は、中心度が非加重平均値を備えるが、さ
らに一般的に、ある実施形態において加重平均値または中央値などの任意のその他の種類
の統計的中心度を備えることができる場合を例示する。同様に、前記具体的実施形態は、
変動度が標準偏差または範囲を備えるが、さらに一般的に、ある実施形態において中央値
絶対偏差または平均値の標準誤差などの任意のその他の種類の統計的変動度を備えること
ができる場合を例示する。
【０１１２】
　前記移動窓法分析の結果は、ブロック１４１６において評価されて、それらが本物の組
織試料である試料と一致するかどうかを判断する。もしそうであれば、バイオメトリック
機能は、ブロック１４４８において行うことができ、通常、前記組織が所属する人物の身
元の識別または照合するためのさらなる分析を含む。結果が本物の組織試料である前記試
料と不一致である場合、ブロック１４２０において偽装として識別される。線形判別分析
、二次判別分析、Ｋ最近隣、サポートベクタマシン、決定木、および当業者に公知である
ようなその他のそのような方法を含む分類方法を採用して、そのような識別を行うことが
できる。
【０１１３】
　上記の方法のそれぞれの例示的結果は,図１５Ａ～１７Ｂに提供されている。図１５Ａ
～１５Ｃは、度量の数値が移動窓高速フーリエ変換から計算される結果を提供し、図１６
Ａおよび１６Ｂは、度量の数値が移動窓平均値および移動窓標準偏差から計算される結果
を提供し、図１７Ａおよび１７Ｂは、度量の数値が移動窓平均値および移動窓範囲から計
算される結果を提供する。
【０１１４】
　図１５Ａに示される結果は、本物の指について収集され、複数試料のそれぞれについて
移動窓高速フーリエ変換から導出された帯域内コントラスト性能指数の結果を示す。各試
料の結果は、上記に指定される照明平面を識別する横座標に沿って曲線で表され、よって
照明平面番号は、波長にやや非線形に対応するものの、前記横座標は波長依存性を例示す
ると考えることができる。個々の試料についてのデータは、灰色の線で結合され、前記試
料のすべてにわたる平均は、より太い黒の線で示される。図１２に図示される血液吸光特
性により予期されるように、本物の指の試料からの結果のほとんどは、平面４～５の赤色
波長におけるコントラストの顕著な低下を伴って、スペクトルの青－緑色領域（平面１～
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３）において、特徴的な予期された「Ｖ」形状を示す。平面６に対するコントラスト値は
、これらの画像を収集するために使用される異なる光学配列により他の平面と一致しない
が、この平面からの値は付加的な判別能力を提供する。
【０１１５】
　本物の指および偽装の両方の結果が、図１５Ｂに示されている。この場合、本物の指の
結果は、実線によって繋げられる菱形で示される一方で、偽装は点線によって繋げられる
丸で示される。偽装は、薄い膜で覆われた本物の指であった。照明平面４、５および６に
おける結果の検討から明白なように、偽装は本物の試料について予期されるよりも赤色照
明下で高いコントラストを示す。場合によっては、赤色コントラスト値が青－緑色値のあ
る係数α未満であるかどうかを評価することによるなどの、コントラスト性能指数の相対
比較が、絶対的な判断よりもロバストである場合がある。種々の実施形態は、異なる値の
αを利用することができ、好適な値は、約α＝０．５、α＝０．７５などであることが予
期される。
【０１１６】
　多次元尺度構成法を使用してデータを処理し、本物の組織と偽装との間の明確な量的判
別を提供することができる。これは、２つの座標についてプロットされる多次元尺度構成
法結果を示す図１５Ｃに図示される。この場合の座標は、コントラストデータの主成分分
析（「ＰＣＡ」）より導出される固有ベクトルのスコアに対応し、具体的には、この説明
図内の「要因１」および「要因２」は、マサチューセッツ州ナティックに本社を置くＴｈ
ｅ　Ｍａｔｈｗｏｒｋｓ社より入手可能なＭａｔＬａｂ（登録商標）プロプラムによるデ
ータから生成された最初の２つの固有ベクトルについてのスコアである。本物の指の導出
結果は星印で示される一方で、丸は偽装の導出結果を示すために使用されている。明確な
区分が２つの間で明らかであり、図１５Ｃの結果が分離プロットとして使用でき、グラフ
に描かれた線は１つの潜在的境界線である。線上および左側の結果を生成する同じ方法で
分析される未知の試料は、図１４のブロック１４１６において本物の試料として識別する
ことができる一方で、線下および右側の結果は偽装として識別することができる。ここで
の結果は、試料の異なる特徴に対応する異なる領域の二次元空間について示されるが、さ
らに一般的に、任意の次元空間の異なる領域が、分離を画する超平面を有することによっ
てなど、前記試料を判別するために使用することができる。さらに一般的に、この開示の
他の部分で説明されるように、様々な種々の分類方法を採用して、前記試料を本物の指ま
たはそうでないとして分類することができる。
【０１１７】
　図１６Ａの結果は図１５Ｂのものと同様であるが、上記のような移動窓平均値および移
動窓標準偏差を使用する実施形態において導出されたものである。本物の指からの結果は
再び、実線によって繋げられる菱形で示される一方で、偽装からの結果は点線によって繋
げられる丸で示される。図１５Ｂの結果のように、偽装は、本物の試料よりも赤色照明下
での高いコントラストを示す。図１５Ｃのものと同様の分離プロットが、図１６Ａの結果
を使用して抽出された図１６Ｂに示されている。この場合、本物の指の結果は再び、星印
によって示される一方で、丸は偽装の結果を示すために使用され、結果は再び、ＭａｔＬ
ａｂ（登録商標）プログラムによって提供される最初の２つの固有ベクトルを具体的に使
用してＰＣＡからの固有ベクトルスコアとして導出された。多次元尺度構成法結果が当て
はまる二次元空間の一部分によって、偽装が本物の組織から判別できるようにする境界線
が示されている。図１６Ｂに示される一般的な挙動は、図１５Ｃに示されるものと同様で
ある。
【０１１８】
　また、図７Ａおよび１７Ｂに提示される結果も、図１５Ｂおよび１５Ｃまたは図１６Ａ
および１６Ｂのものに対応する。この場合、結果は、上記のような多重スペクトルスタッ
クの移動窓平均値および移動窓範囲を使用する実施形態において導出されたものである。
再び点線によって繋がれる丸で示される偽装の結果は、図１７Ａで実線によって繋がれる
菱形で示される本物の試料の結果よりも、赤色照明下での高いコントラストを示す。図１
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７Ｂの分離性のあるプロットは再び、固有ベクトルスコアの空間を、本物の組織の結果（
星印）が偽装の結果（丸）からはっきりと分離されている領域に分ける境界線を画定する
能力を示す。前述のように、そのような境界能力により、どの多重スペクトル空間に導出
結果が当てはまるかに従って、未知の結果を図１４のブロック１４１６において分類する
ことができる。
【０１１９】
　種々の実施形態において、様々な代替的方法を使用して、図１５Ａ、１６Ａ、および１
７Ａなどの図面に示されるようなコントラストデータを評価することができる。例えば、
そのような代替的実施形態の１つにおいて、線形判別分析（「ＬＤＡ」）はコントラスト
の判別法として使用される。単なる一例として、そのような分析は、ヒト組織より生成さ
れる第一部類のコントラスト曲線と種々の偽試料により生成される第二部類のコントラス
ト曲線といった、２つの部類にすることを利用し得る。
【０１２０】
　上記に提供される種々の例は、組織を提供するための指の使用、および多重スペクトル
条件を提供する異なる照明光波長の使用に焦点を当てるが、これは限定を目的としない。
その他の実施形態では、さまざまな偏光条件が、多重スペクトル条件を画定するのに代替
的に、または付加的に使用されることができる。例えば比較は、交差偏光画像化、平行偏
光画像化、ランダム偏光画像化などを含み得る、２つ以上の偏光条件の間で行うことがで
きる。また、入射光線は、直線状偏光、環状偏光、楕円偏光などを有することによってな
ど、種々の偏光状態を有することができる。さらにその他の例では、種々の照明角度を使
用して多重スペクトル条件を提供することができる。光の侵入深さは、照明角度の関数と
して変化し、結果として、本物の組織と偽装を判別する際に上記のように分析することが
できる画像コントラストを生じる。
【０１２１】
　さらに、本発明は上記の具体的な性能指数に限定されず、種々の実施形態において、異
なる、または付加的な質感ベースの性能指数を代替的に、または付加的に使用することが
できる。例えば、上記のように試料を判別する性能指数を導出する際に、モーメント不変
量、濃度空間依存性などの統計学的モーメントを使用することができる。
【０１２２】
　スペクトルコントラストは相対的測定基準である。この事実の有利な結果は、上記の方
法が、種々の異なるスペクトルセンサにわたって、および様々な環境条件下においてロバ
ストであることが予期されることである。
【０１２３】
　計算装置により実装することができる付加的な機能性の概要は、図１８のフロー図によ
り要約される。いくつかの実施形態では、皮膚と推定される部位は、ブロック１８０４に
おいて示されるように白色光で照明される。これにより、前記バイオメトリックセンサは
ブロック１８０８において、皮膚と推定される部位から光を受光することができる。上記
のように、前記受光された光は、バイオメトリック機能を実装する際に、多数の異なる方
法で分析することができる。前記フロー図は、前記バイオメトリック機能を実装する際に
、分析の一定の組み合わせをどのように使用できるかを示すが、すべてのステップを行う
必要はない。その他の場合では、前記ステップの一部を行うことができ、付加的なステッ
プが行われる場合があり、および／または示されたステップは示されたものとは異なる順
番で行われる場合がある。
【０１２４】
　ブロック１８１２では、生存性チェックが、前記受光された光により行われ、通常、生
体組織の特性があることを検証することによって、皮膚と推定される部位がある種の偽装
ではないことを確認することができる。偽装が検出された場合、ブロック１８６４におい
て警告を発することができる。発せられる具体的な種類の警告は、前記バイオメトリック
センサが配備される環境に依存する場合があるが、音声または視覚警告は、時として、前
記センサ本体付近で発せられ、無音警告は、警備または警察職員に伝達することができる
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。
【０１２５】
　皮膚と推定される部位から散乱され受光される光は、ブロック１８２０において使用さ
れて、皮膚と推定される部位の表面画像を導出することができる。皮膚と推定される部位
が指の手掌面である場合、そのような表面画像は、指の隆起および溝のパターンの描写を
含み、ブロック１８２４においてそれを従来の指紋のデータベースと比較できるようにす
る。付加的または代替的に、前記受光される光を使用して、ブロック１８２８において空
間スペクトル画像を導出することができる。この画像は、ブロック１８３２において個人
と関連付けられた画像を有する空間スペクトルデータベースと比較することができる。い
ずれにしても、その比較は、個人が比較の結果としてブロック１８３６において識別され
ることを可能にする。より高い信頼性の識別は、完全な空間スペクトル情報を使用するこ
とによって行われ、空間スペクトル画像との比較を提供できることが、概して予期される
。しかし、いくつかの用途では、従来の指紋データのより高い可用性があり得、指紋が大
規模法執行指紋データベースに格納されているが、空間スペクトルデータベースには格納
されていない個人もいる。そのような場合、本発明の実施形態は有利に、従来の指紋画像
の抽出が識別を行えるようにする。
【０１２６】
　前記空間スペクトルデータは、識別が従来の指紋データベースとの比較によるか、また
は空間スペクトル情報との比較を通して行われるかどうかにかかわらず、識別へのより高
い信頼を提供することができるさらに付加的な情報を含む。例えば、ブロック１８４０に
おいて示されるように、デモグラフィックおよび／または人体計測特性は、前記受光され
た光より推定することができる。ブロック１８３６における画像に適合したデータベース
エントリがデモグラフィックまたは人体計測情報を含む場合、整合性検査をブロック１８
４４において行うことができる。例えば、その個人は、推測されたデモグラフィックおよ
び人体計測特性から年齢２０～３５歳の白人男性として識別され得る。それに対し画像が
適合するデータベースエントリが、その個人を６８歳の黒人女性として識別する場合、ブ
ロック１８６４において警告を発するきっかけとなる明らかな不一致がある。
【０１２７】
　ブロック１８５６における検体濃度など、その他の情報も前記受光された光から判断す
ることができる。判断された検体レベルに従って、時として、種々の措置を取ることがで
きる。例えば、血中アルコールレベルがある閾値を越えると、自動車のエンジン着火が禁
止される場合、または内科患者の血糖値がある閾値を越えると、警告が発せられる場合が
ある。皮膚の乾燥状態など、その他の生理的パラメータがその他の応用において推定され
得、それに応じて、時として、さらにその他の措置が取られる。
【０１２８】
　図１９は、質感バイオメトリックセンサの例示的応用と同様のフロー図である。前記セ
ンサは、ブロック１９０４において個人の皮膚部位を前記検出器と接触して位置付けるこ
とによって使用される。先述のように、前記検出器は、指の表面の一部のみが前記検出器
と接触するように比較的小さくすることができ、質感バイオメトリックの性質のため、種
々の測定の際に接触して置かれる表面の特定部分の変動は、弊害とはならない。ブロック
１９０８において、前記皮膚部位を照明し、ブロック１９１２において前記検出器により
前記皮膚部位から散乱される光を受光することによって、データが収集される。
【０１２９】
　前記フロー図は、異なる種類の分析を行うことができることを示す。これらの分析のそ
れぞれがあらゆる場合に行われる必要はなく、実際、ほとんどの用途において単一種類の
分析が使用されることが概して予期される。ブロック１９１６において一般的に示される
１つのカテゴリの分析は、純粋に情報のスペクトル比較を使用する。ブロック１９２０お
よび１９２８において一般的に示される別のカテゴリの分析は、ブロック１９２０におい
て受け取られる光の空間スペクトル情報から画像質感を判断し、ブロック１９２８におい
て画像質感を質感バイオメトリック情報のデータベースと比較することによって、画像質
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感情報を使用する。いずれか、または両方の種類の分析により、ブロック１９３２におけ
る個人の識別などのバイオメトリック機能が行われる。
【０１３０】
　よって、いくつかの実施形態を説明し、本発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変更、
代替的構造、および同等のものを使用することができることが、当業者によって認識され
るであろう。したがって、上記の説明は、下記の特許請求の範囲において定義される本発
明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態における非接触型バイオメトリックセンサの正面図
を提供する。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施形態で使用することができるベイヤー・カラーフィル
タアレイの構造の説明図を提供する。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａに図示されるようなベイヤー・カラーフィルタアレイの色応
答曲線を示すグラフである。
【図３】図３は、本発明の別の実施形態における非接触型バイオメトリックセンサの正面
図を提供する。
【図４】図４は、皮膚部位と前記センサの光学的に活性な領域との間の相対運動中にデー
タを収集するセンサ構成の上面図である。
【図５】図５は、本発明のある実施形態において使用することができるマルチスペクトル
・データキューブを図示する。
【図６】図６は、本発明の一実施形態における接触型バイオメトリックセンサの正面図で
ある。
【図７Ａ】図７Ａは、一実施形態における接触型バイオメトリックセンサの側面図を提供
する。
【図７Ｂ】図７Ｂは、別の実施形態における接触型バイオメトリックセンサの側面図を提
供する。
【図８】図８は、本発明のさらなる実施形態における接触型バイオメトリックセンサの正
面図を提供する。
【図９】図９は、本発明の別の実施形態における多重スペクトルバイオメトリックセンサ
の図を提供する。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の実施形態における接触型質感バイオメトリックセンサ
の構造を図示する。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、一構成における接触型質感バイオメトリックセンサの側面図を
提供する。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、別の構成における接触型質感バイオメトリックセンサの側面図
を提供する。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態に従った接触型および非接触型バイオメトリック
センサの機能性を管理するために使用することができるコンピュータシステムの略図であ
る。
【図１２】図１２は、含酸素血液吸収度スペクトルのグラフである。
【図１３】図１３は、照明条件下で撮られた本物の指および偽装の種々の画像を提供する
。
【図１４】図１４は、本発明の一定の方法を要約するフロー図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の第一の実施形態において収集された結果のプロットを
提供する。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本物の指および偽装について図１５Ａのデータ比較結果を提供
する。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、図１５Ａのデータの多次元尺度構成法に起因する分離プロット
である。
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【図１６Ａ】図１６Ａは、本物の指と偽装との間で、本発明の第二の実施形態において収
集された結果の比較を提供する。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１６Ａのデータの多次元尺度構成法に起因する分離性のある
プロットである。
【図１７Ａ】図１７Ａは、本物の指と偽装との間で、本発明の第三の実施形態において収
集された結果の比較を提供する。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、図１７Ａのデータの多次元尺度構成法に起因する分離性のある
プロットである。
【図１８】図１８は、接触型および非接触型バイオメトリックセンサを使用する方法を要
約するフロー図であり、実施可能な多数の種々のバイオメトリック機能を図示する。
【図１９】図１９は、本発明の実施形態に従った接触型質感バイオメトリックセンサの操
作の方法を要約するフロー図である。
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